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 1 

は
じ
め
に 

本

稿

で

は

、

奈

良

時

代

か

ら

九

世

紀

半

ば

の

貞

観

五

年

御

霊

会

を

検

討

範

囲

と

し

て

、

こ

の

時

期

に

恐

れ

ら

れ

た

「

怨

霊

」

と

は

何

か

再

定

義

し

、
「

怨

霊

」

が

古

代

の

社

会

と

ど

の

よ

う

な

相

互

関

係

を

持

っ

て

い

た

の

か

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

史

料

は

主

に

六

国

史

を

用

い

る

。 

怨

霊

と

い

う

語

が

史

料

に

初

め

て

登

場

す

る

の

は

、
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

（

八

〇

五

）

四

月

五

日

条

で

あ

る

。

こ

の

記

事

を

中

心

に

、

古

代

日

本

に

お

け

る

怨

霊

に

つ

い

て

の

研

究

が

蓄

積

さ

れ

て

き

た

。

膨

大

な

研

究

を

網

羅

す

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

が

、

こ

れ

ま

で

の

研

究

を

簡

単

に

振

り

返

り

つ

つ

、

そ

の

問

題

点

を

指

摘

す

る

。 

ま

ず

、

古

代

に

お

い

て

怨

霊

と

は

何

で

あ

る

か

。

古

く

は

肥

後

和

男

氏

が

「

霊

の

作

用

す

る

と

こ

ろ

が

反

人

間

的

反

社

会

的

で

あ

る

場

合

に

は

、

そ

れ

は

し

ば

し

ば

怨

霊

と

呼

ば

れ

る

」

と

述

べ

て

い

る

1

。

宮



 2 

崎

浩

氏

は

貞

観

五

年

御

霊

会

以

前

の

思

想

に

疫

神

思

想

と

怨

霊

思

想

が

あ

る

と

し

て

、

怨

霊

思

想

は

祟

り

の

対

象

が

限

定

的

で

あ

る

「

対

個

人

」

的

な

性

格

を

持

つ

も

の

だ

と

述

べ

た

2

。

ま

た

、

柴

田

博

子

氏

は

「

怨

恨

を

抱

い

て

亡

く

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

、

し

か

も

現

世

の

人

間

に

報

復

と

み

な

し

う

る

災

い

を

起

こ

し

た

と

考

え

ら

れ

て

い

る

、

死

者

を

指

す

語

」

と

設

定

し

て

論

を

展

開

し

て

い

る

3

。

ま

た

小

林

茂

文

氏

は

、

怨

霊

に

は

「

国

家

の

認

定

」

と

「

社

会

的

な

祟

り

」
、
「

怨

霊

祭

祀

」

が

必

要

で

あ

る

と

し

た

4

。

こ

の

よ

う

に

、

研

究

者

に

よ

っ

て

怨

霊

と

判

断

す

る

基

準

が

異

な

っ

て

い

る

。 

ま

た

、

怨

霊

の

発

生

時

期

に

つ

い

て

も

さ

ま

ざ

ま

な

説

が

あ

る

。

ま

ず

、

長

洋

一

氏

は

長

屋

王

、

藤

原

広

嗣

が

怨

霊

化

の

端

緒

と

す

る

5

。

柴

田

博

子

氏

は

こ

れ

を

受

け

て

、

広

嗣

の

活

動

は

個

人

的

な

も

の

に

限

定

さ

れ

て

お

り

、

国

家

が

怨

霊

の

働

き

を

想

定

し

て

い

る

の

は

宝

亀

三

年

の

淳

仁

廃

帝

の

頃

か

ら

だ

と

述

べ

た

6

。

小

林

茂

文

氏

は

怨

霊

言

説

が

発

生

す

る

の

は

早

良

親

王

か

ら

だ

と

述

べ

る

7

。

一

方

山

田

雄

司



 3 

氏

は

『

日

本

書

紀

』

崇

峻

天

皇

即

位

前

記

に

お

い

て

す

で

に

怨

霊

の

思

想

が

見

ら

れ

る

と

い

う

8

。

こ

の

よ

う

に

、

怨

霊

の

定

義

が

複

数

あ

る

た

め

怨

霊

発

生

時

期

の

考

察

に

も

違

い

が

生

ま

れ

て

い

る

。 

怨

霊

の

定

義

や

発

生

時

期

に

複

数

の

説

が

あ

る

中

、

史

料

上

で

初

め

て

明

確

に

、
「

怨

霊

」

と

呼

ば

れ

た

早

良

親

王

が

重

視

さ

れ

る

傾

向

は

大

き

く

変

わ

ら

な

い

。

山

田

雄

司

氏

は

、

早

良

親

王

へ

の

対

応

を

中

心

に

、

怨

霊

へ

の

対

処

を

儒

教

的

対

応

、

神

社

で

の

祈

祷

、

名

誉

回

復

と

墓

の

整

備

、

仏

教

的

対

応

、

陵

寺

の

建

立

に

分

類

し

、

こ

う

し

た

対

処

の

あ

り

方

が

早

良

親

王

だ

け

で

な

く

他

の

怨

霊

に

も

共

通

し

て

行

わ

れ

た

と

し

て

い

る

9

。

早

良

親

王

は

他

の

怨

霊

と

比

較

し

て

多

く

の

対

応

が

行

わ

れ

て

お

り

、

怨

霊

史

上

何

ら

か

の

画

期

に

な

っ

て

い

る

可

能

性

が

高

い

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

後

ほ

ど

論

じ

て

い

き

た

い

。 

 

そ

も

そ

も

怨

霊

と

い

う

語

は

延

暦

二

十

四

年

の

初

見

記

事

以

降

、

本

稿

の

検

討

範

囲

で

あ

る

貞

観

五

年

御

霊

会

ま

で

の

間

に

再

び

登

場

す

る

こ

と

は

な

い

。

ま

た

初

め

て

怨

霊

と

表

現

さ

れ

た

早

良

親

王

に

つ

い



 4 

て

も

、

他

の

記

事

で

は

「

崇

道

天

皇

霊

」
「

崇

道

天

皇

」

と

表

現

さ

れ

て

お

り

、

怨

霊

と

記

さ

れ

る

の

は

一

度

き

り

で

あ

る

。

ま

た

山

田

雄

司

氏

は

怨

霊

の

慰

撫

に

関

与

し

た

と

す

る

最

澄

の

「

三

部

長

講

式

」

を

取

り

上

げ

、

早

良

親

王

を

は

じ

め

、

慰

撫

の

対

象

者

と

し

て

名

前

を

挙

げ

ら

れ

て

い

る

人

物

を

紹

介

し

て

い

る

が

、

こ

こ

で

山

田

氏

は

「
「

御

霊

」
「

神

霊

」

と

記

述

さ

れ

て

お

り

、
「

怨

霊

」

と

い

う

語

は

ま

だ

定

着

し

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

と

言

え

る

」

と

解

釈

し

て

い

る

1
0

。 

こ

の

よ

う

に

怨

霊

と

い

う

語

は

古

代

の

史

料

上

で

の

用

例

が

非

常

に

少

な

い

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、

初

見

記

事

に

お

け

る

怨

霊

と

い

う

語

は

単

に

「

怨

み

を

も

っ

た

霊

」

程

度

の

意

味

で

用

い

ら

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

つ

ま

り

、

初

見

記

事

の

段

階

で

は

特

定

の

観

念

を

持

っ

た

表

現

で

は

な

か

っ

た

可

能

性

が

あ

る

。 

こ

れ

ま

で

、

初

見

記

事

の

怨

霊

の

語

を

軸

に

し

て

怨

霊

研

究

は

展

開

し

て

き

た

。

し

か

し

、

初

見

記

事



 5 

の

怨

霊

と

い

う

語

は

特

定

の

概

念

を

持

っ

て

い

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

改

め

て

怨

霊

と

は

ど

の

よ

う

な

存

在

な

の

か

を

整

理

す

る

必

要

が

あ

ろ

う

。

そ

こ

で

ま

ず

、

先

行

研

究

で

重

視

さ

れ

て

い

る

早

良

親

王

に

つ

い

て

再

検

討

し

、
「

怨

霊

」

と

判

定

す

る

た

め

に

必

要

な

要

素

を

整

理

す

る

。

そ

し

て

本

稿

で

は

、

整

理

し

た

要

素

を

も

と

に

判

定

し

た

怨

霊

を

「

怨

霊

」

と

表

記

し

、

先

行

研

究

上

の

怨

霊

と

区

別

す

る

。 

以

上

の

検

討

を

前

提

に

、

再

定

義

し

た

「

怨

霊

」

と

古

代

社

会

の

関

係

に

つ

い

て

考

察

し

た

い

。

ま

ず

、

「

怨

霊

」

は

天

皇

の

あ

り

方

と

も

深

く

関

わ

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。
「

怨

霊

」

の

活

動

と

天

皇

制

の

変

化

に

連

関

を

見

出

せ

な

い

か

考

察

を

試

み

た

い

。 

ま

た

、

怨

霊

は

御

霊

会

や

御

霊

信

仰

を

主

題

と

す

る

な

か

で

論

じ

ら

れ

る

こ

と

も

多

い

。

御

霊

会

は

『

日

本

文

徳

天

皇

実

録

』

貞

観

五

年

（

八

六

三

）

五

月

二

十

日

条

を

初

見

と

す

る

。

事

件

に

際

し

て

冤

罪

に

よ

り

亡

く

な

っ

た

と

さ

れ

る

崇

道

天

皇

（

早

良

親

王

）
、

伊

予

親

王

、

藤

原

夫

人

、

観

察

使

、

橘

逸

勢

、
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文

室

宮

田

麻

呂

が

御

霊

に

挙

げ

ら

れ

、

彼

ら

を

疫

病

の

原

因

と

し

て

、

芸

能

や

仏

教

で

慰

撫

す

る

行

事

で

あ

る

。

早

良

親

王

を

筆

頭

に

す

る

六

名

は

、

怨

霊

で

あ

る

と

い

う

前

提

の

も

と

御

霊

会

や

御

霊

信

仰

が

論

じ

ら

れ

て

き

た

。

ま

た

、
「

御

霊

会

で

ま

つ

ら

れ

て

い

る

＝

怨

霊

で

あ

る

」

と

い

う

認

識

の

上

で

論

を

進

め

ら

れ

る

こ

と

も

あ

る

。 

 

し

か

し

、

宮

崎

浩

氏

が

指

摘

す

る

通

り

六

名

の

う

ち

観

察

使

と

文

室

宮

田

麻

呂

へ

の

国

家

に

よ

る

対

応

の

形

跡

は

ほ

と

ん

ど

な

い

1
1

。

彼

ら

は

本

当

に

「

怨

霊

」

と

認

識

さ

れ

て

御

霊

会

で

ま

つ

ら

れ

た

の

か

、

「

怨

霊

」

と

御

霊

が

ど

の

よ

う

な

関

係

に

あ

る

の

か

を

検

討

し

た

い

。 

こ

れ

ら

を

通

し

て

「

怨

霊

」

と

社

会

は

互

い

に

ど

の

よ

う

な

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

た

の

か

、
「

怨

霊

」

と

社

会

の

相

互

関

係

を

明

ら

か

に

し

た

い

。 
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第
一
章 

早
良
親
王
の
「
怨
霊
」 

 

ま

ず

先

行

研

究

上

、

怨

霊

の

語

の

初

見

と

し

て

重

視

さ

れ

て

い

る

早

良

親

王

に

つ

い

て

改

め

て

史

料

を

整

理

し

た

い

。 

早

良

親

王

は

桓

武

天

皇

の

同

母

弟

で

あ

り

、

若

く

し

て

出

家

し

仏

教

界

で

活

躍

し

て

い

た

。

天

応

元

年

に

桓

武

天

皇

が

即

位

す

る

と

、

還

俗

し

て

皇

太

子

と

な

っ

た

。

し

か

し

、

長

岡

京

造

営

中

の

延

暦

四

年

九

月

に

起

こ

っ

た

藤

原

種

継

暗

殺

事

件

へ

の

関

与

を

疑

わ

れ

、

同

年

十

月

に

は

廃

太

子

の

状

が

山

科

（

天

智

）
・

田

原

（

光

仁

）
・

佐

保

（

聖

武

）

山

陵

に

告

げ

ら

れ

た

。

そ

の

後

乙

訓

寺

に

幽

閉

さ

れ

る

と

飲

食

を

断

ち

、

淡

路

へ

の

移

送

途

中

に

死

亡

し

た

。

早

良

親

王

は

そ

の

ま

ま

配

流

先

の

淡

路

に

埋

葬

さ

れ

、

同

年

十

一

月

に

は

桓

武

天

皇

の

皇

子

で

あ

る

安

殿

親

王

が

立

太

子

し

た

1
2

。

以

降

、

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

が

顕

在

化

す

る

。 
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第

一

節 

対

応

と
そ

の
契

機 

 
第

一

節

で

は

、

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

へ

の

対

応

と

、

対

応

の

契

機

と

さ

れ

る

事

象

の

関

係

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

最

初

の

対

応

が

行

わ

れ

た

の

は

延

暦

九

年

と

考

え

ら

れ

る

。

早

良

親

王

の

死

後

、

桓

武

天

皇

の

妃

や

母

が

相

次

い

で

死

亡

し

た

1
3

。

延

暦

九

年

に

は

さ

ら

に

安

殿

親

王

も

病

と

な

る

。

こ

れ

が

延

暦

九

年

と

延

暦

十

一

年

に

行

わ

れ

た

対

応

の

契

機

と

推

定

さ

れ

て

い

る

1
4

。 

実

際

に

史

料

を

検

討

し

て

み

る

。
【

史

料

①

】
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

延

暦

十

一

年

（

七

九

二

）

六

月

十

七

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

は

崇

道

天

皇

（

早

良

親

王

）

1
5

の

墓

に

つ

い

て

述

べ

ら

れ

た

記

事

で

あ

る

。 

【

史

料

①

】 

庚

子

、

勅

、

去

延

暦

九

年

令
三

淡

路

国

充
二

某

親

王

、
崇

道

天

皇

、

守

冢

一

烟
一

、

兼

随

近

郡

司

、 
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専-

二

当

其

事
一

、

而

不
レ

存
二

警

衛
一

、

致
レ

令
レ

有
レ

祟

。

自
レ

今

以

後

、

冢

下

置
レ

隍

、

勿
レ

使
二

濫

穢
一

、 

ま

ず

記

事

の

前

半

で

、

延

暦

九

年

に

早

良

親

王

の

た

め

に

守

冢

一

烟

、

つ

ま

り

墓

守

を

一

戸

置

き

、

近

く

の

郡

司

に

専

当

さ

せ

た

こ

と

が

示

さ

れ

て

い

る

1
6

。

記

事

の

後

半

で

は

、

そ

の

後

の

墓

に

警

衛

が

な

く

「

祟

」

が

有

る

状

態

に

な

っ

た

た

め

、

隍

（

か

ら

ぼ

り

）

を

置

い

て

濫

穢

の

な

い

よ

う

命

じ

て

い

る

。

後

半

部

分

が

延

暦

十

一

年

に

行

わ

れ

た

対

応

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

こ

で

言

う

「

祟

」

と

は

何

を

指

す

の

か

。 

こ

の

「

祟

」

に

つ

い

て

、

早

良

親

王

の

影

響

が

明

確

に

示

さ

れ

る

の

は

、

右

の

記

事

か

ら

少

し

遡

る

【

史

料

②

】
『

日

本

紀

略

』

延

暦

十

一

年

（

七

九

二

）

六

月

十

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

で

あ

る

。 

【

史

料

②

】 

癸

巳

、

皇

太

子

久

病

、

卜
レ

之

崇

道

天

皇

為
レ

祟

、

遣
二

諸

陵

頭

調

使

王

等

於

淡

路

国
一

、

奉
レ

謝
二
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其

霊
一

、 

こ

こ

で

は

皇

太

子

安

殿

親

王

の

病

が

早

良

親

王

の

「

祟

」

に

よ

る

も

の

だ

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

。
【

史

料

②

】

で

早

良

親

王

の

「

祟

」

に

つ

い

て

言

及

さ

れ

た

後

、
【

史

料

①

】

で

も

「

祟

」

が

登

場

し

て

い

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

【

史

料

①

】

に

見

え

る

「

祟

」

と

は

、

早

良

親

王

が

皇

太

子

に

病

を

引

き

起

こ

し

た

と

い

う

【

史

料

②

】

の

「

祟

」

を

指

し

て

い

る

だ

ろ

う

。

延

暦

十

一

年

の

時

点

で

早

良

親

王

が

皇

太

子

の

病

に

影

響

し

た

と

考

え

ら

れ

て

い

た

と

言

え

る

。 

ま

た

、

延

暦

九

年

九

月

に

は

す

で

に

皇

太

子

の

病

が

記

録

さ

れ

て

い

る

1
7

。

そ

し

て

【

史

料

②

】

で

は

皇

太

子

が

「

久

病

」

と

表

現

さ

れ

て

お

り

、

延

暦

十

一

年

の

時

点

で

病

が

長

期

に

わ

た

っ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

延

暦

九

年

以

降

、

皇

太

子

は

病

に

悩

ま

さ

れ

て

い

た

可

能

性

が

高

い

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

延

暦

九

年

の

守

冢

、

専

当

郡

司

設

置

の

契

機

は

明

言

さ

れ

て

い

な

い

が

、

延

暦

十

一

年

と

同

様

に

皇

太

子

の

病
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と

い

う

早

良

親

王

の

「

祟

」

に

対

す

る

も

の

で

あ

っ

た

と

遡

っ

て

推

定

で

き

る

。 

ま

た

、

延

暦

七

年

か

ら

九

年

に

か

け

て

の

桓

武

天

皇

の

生

母

や

妃

た

ち

の

不

予

・

死

亡

は

つ

ま

り

皇

族

の

不

予

で

あ

り

、

皇

太

子

の

病

と

同

様

の

事

態

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

の

た

め

早

良

親

王

の

影

響

が

考

え

ら

れ

て

い

た

可

能

性

は

十

分

あ

る

。

先

行

研

究

の

指

摘

は

妥

当

で

あ

ろ

う

。 

次

に

早

良

親

王

に

対

応

が

行

わ

れ

る

の

は

延

暦

十

六

年

（

七

九

七

）

の

こ

と

で

あ

る

。
【

史

料

③

】
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

延

暦

十

六

年

（

七

九

七

）

五

月

二

十

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

【

史

料

③

】 

乙

巳

、

遣
二

僧

二

人

於

淡

路

国
一

、

転

経

、

悔

過

、

謝
二

崇

道

天

皇

之

霊
一

也

、 

早

良

親

王

の

墓

が

あ

る

淡

路

国

に

僧

二

人

を

派

遣

し

、

転

経

悔

過

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

の

対

応

に
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は

、

同

年

五

月

十

三

日

の

禁

中

正

殿

に

雉

が

現

れ

る

怪

異

1
8

と

の

関

連

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

山

田

雄

司

氏

は

同

年

五

月

十

九

日

に

行

わ

れ

た

金

剛

般

若

経

転

読

1
9

の

場

所

に

東

宮

が

含

ま

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

の

怪

異

が

「

早

良

の

怨

霊

と

関

連

し

て

東

宮

に

何

か

不

吉

な

こ

と

が

発

生

す

る

予

兆

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

た

の

だ

ろ

う

」

と

し

て

い

る

2
0

。

ま

た

柴

田

博

子

氏

も

怪

異

が

早

良

親

王

と

関

連

づ

け

ら

れ

、
【

史

料

③

】

に

見

え

る

対

応

の

契

機

に

な

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

述

べ

て

い

る

2
1

。

し

か

し

、

雉

の

怪

異

と

早

良

親

王

を

関

連

づ

け

る

史

料

は

残

っ

て

い

な

い

。 

次

の

対

応

は

【

史

料

④

】
『

日

本

後

紀

』

延

暦

十

八

年

（

七

九

九

）

二

月

十

五

日

条

か

ら

わ

か

る

。 

【

史

料

④

】 

遣
二

従

五

位

上

行

兵

部

大

輔

兼

中

衛

少

将

春

宮

亮

大

伴

宿

禰

是

成

・

伝

燈

大

法

師

位

泰

信

等

於

淡

路

国
一

、

令
下

賚
二

幣

帛
一

謝
中

崇

道

天

皇

霊
上

、 
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こ

こ

で

は

春

宮

亮

大

伴

是

成

と

伝

燈

大

法

師

位

泰

信

が

淡

路

国

に

派

遣

さ

れ

、

幣

帛

を

さ

さ

げ

て

早

良

親

王

に

「

謝

」

し

て

い

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

柴

田

博

子

氏

は

前

年

の

不

作

と

関

連

す

る

可

能

性

を

指

摘

し

て

い

る

2
2

。

不

作

と

の

関

連

は

史

料

に

示

さ

れ

て

い

な

い

が

、

こ

こ

で

春

宮

亮

が

派

遣

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

は

注

目

し

て

お

き

た

い

。 

翌

年

七

月

に

は

、

三

つ

の

関

連

記

事

が

あ

る

。

ま

ず

次

の

【

史

料

⑤

】
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

・

三

十

六

延

暦

十

九

年

（

八

〇

〇

）

七

月

二

十

三

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

で

あ

る

。 

【

史

料

⑤

】 

己

未

、

詔

曰

、

朕

有
レ

所
レ

思

、

宜
下

故

皇

太

子

早

良

親

王

、

追-

二

称

崇

道

天

皇
一

、

故

廃

皇

后

井

上

内

親

王

、

追

復

称
二

皇

后
一

、

其

墓

竝

称
中

山

陵
上

、

令
下

従

五

位

上

守

近

衛

少

将

兼

春

宮

亮

丹

波

守

大

伴

宿

禰

是

成

、

率
二

陰

陽

師

・

衆

僧
一

、

鎮-

中

謝

在
二

淡

路

国
一

崇

道

天

皇

山

陵
上

、 
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こ

こ

で

は

早

良

親

王

に

「

崇

道

天

皇

」

と

い

う

天

皇

号

が

追

称

さ

れ

た

。

山

陵

と

な

っ

た

淡

路

の

墓

に

は

陰

陽

師

・

衆

僧

を

率

い

た

春

宮

亮

大

伴

是

成

が

派

遣

さ

れ

「

鎮

謝

」

し

て

い

る

。 

こ

の

三

日

後

、
【

史

料

⑥

】
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

・

三

十

六

延

暦

十

九

年

（

八

〇

〇

）

七

月

二

十

六

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

【

史

料

⑥

】 

壬

戌

、

分
二

淡

路

国

津

名

郡

戸

二

烟
一

、

以

奉
レ

守
二

崇

道

天

皇

陵
一

、

大

和

国

宇

智

郡

一

烟

、

奉
レ

守
二

皇

后

陵
一

、 

【

史

料

①

】

に

あ

る

延

暦

九

年

の

守

冢

設

置

に

加

え

、

延

暦

十

九

年

に

は

崇

道

天

皇

陵

を

守

る

た

め

に

淡

路

国

の

戸

二

烟

が

分

け

ら

れ

た

。 

さ

ら

に

、

延

暦

十

九

年

の

三

度

目

の

対

応

は

【

史

料

⑦

】
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

・

三

十

六

延

暦

十
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九

年

（

八

〇

〇

）

七

月

二

十

八

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

か

ら

わ

か

る

。 

【

史

料

⑦

】 
甲

子

、

遣
二

少

納

言

従

五

位

下

称

城

王

等
一

、

以
二

追

尊

事
一

、

告
二

于

崇

道

天

皇

陵
一

、

遣
二

散

位

従

五

位

下

葛

井

王

等
一

、

以
二

復

位

事
一

、

告
二

于

皇

后

陵
一

。 

【

史

料

⑤

】

の

追

尊

を

、

崇

道

天

皇

陵

に

報

告

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。
【

史

料

⑤

】

か

ら

【

史

料

⑦

】

に

み

え

る

対

応

の

契

機

に

つ

い

て

、

柴

田

博

子

氏

は

延

暦

十

九

年

三

月

か

ら

起

こ

っ

て

い

た

富

士

山

の

噴

火

を

関

連

付

け

て

い

る

2
3

。

し

か

し

噴

火
2

4

と

早

良

親

王

を

結

び

つ

け

る

史

料

は

な

い

。

一

方

大

江

篤

氏

は

【

史

料

⑤

】

の

冒

頭

で

「

朕

有
レ

所
レ

思

」

と

し

て

早

良

親

王

の

霊

が

表

現

さ

れ

る

点

に

注

目

し

、

早

良

親

王

の

「

祟

」

や

「

亡

霊

」

が

「

桓

武

天

皇

の

心

の

う

ち

に

刻

み

込

ま

れ

て

い

る

」

こ

と

が

読

み

取

れ

る

と

し

て

い

る

2
5

。

具

体

的

な

事

象

と

の

関

連

は

断

定

で

き

な

い

が

、

天

皇

自

ら

「

思

う

所

有

り

」

と

言

っ
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て

早

良

親

王

と

井

上

内

親

王

の

名

誉

を

回

復

し

て

い

る

背

景

に

は

、

桓

武

天

皇

の

心

情

が

影

響

し

て

い

る

部

分

も

あ

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

ま

た

、

早

良

親

王

に

対

し

て

延

暦

十

八

年

（
【

史

料

④

】
）
、

十

九

年

（
【

史

料

⑤

】
）

に

春

宮

亮

大

伴

是

成

が

派

遣

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

留

意

し

て

お

き

た

い

。 

 

そ

の

後

し

ば

ら

く

早

良

親

王

へ

の

言

及

は

な

く

な

る

が

、

次

に

言

及

が

あ

る

延

暦

二

十

四

年

に

は

一

年

の

間

に

多

く

の

対

応

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。

ま

ず

【

史

料

⑧

】
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

（

八

〇

五

）

正

月

十

四

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

【

史

料

⑧

】 

奉-

二

為

崇

道

天

皇
一

、

建
二

寺

於

淡

路

国
一

、 

早

良

親

王

の

た

め

に

、

墓

の

あ

る

淡

路

国

に

寺

を

建

て

た

こ

と

が

わ

か

る

。 
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次

の

【

史

料

⑨

】
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

（

八

〇

五

）

四

月

五

日

条

は

怨

霊

の

初

見

と

さ

れ

る

記

事

で

あ

る

。 
【

史

料

⑨

】 

甲

辰

、

令
下

諸

国

、

奉-

二

為

崇

道

天

皇
一

建
二

小

倉
一

、

納
二

正

税

卌

束
一

、

幷

預
中

国

忌

及

奉

幣

之 

列
上

、

謝
二

怨

霊
一

也

、 

早

良

親

王

の

た

め

に

小

倉

を

建

て

て

正

税

三

十

束

を

納

め

、

国

忌

・

奉

幣

の

列

へ

加

え

る

と

い

う

天

皇

に

準

じ

る

待

遇

が

付

け

加

え

ら

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。 

 

次

の

対

応

は

こ

の

六

日

後

の

【

史

料

⑩

】
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

（

八

〇

五

）

四

月

十

一

日

条

に

あ

る

。 

【

史

料

⑩

】 
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庚

戌

、

任
下

改-

二

葬

崇

道

天

皇
一

司
上

、 
改

葬

司

が

任

命

さ

れ

て

お

り

、

早

良

親

王

を

改

葬

す

る

計

画

が

あ

っ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

さ

ら

に

七

月

に

も

対

応

が

あ

っ

た

。
【

史

料

⑪

】
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

（

八

〇

五

）

七

月

二

十

七

日

条

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。 

【

史

料

⑪

】 

甲

午

、

献
二

唐

国

物

于

山

科

・

後

田

原

・

崇

道

天

皇

三

陵
一 

山

科

（

天

智

）

陵

、

後

田

原

（

光

仁

）

陵

と

と

も

に

唐

国

物

を

献

物

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

の

時

に

は

【

史

料

⑩

】

に

あ

る

改

葬

が

完

了

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

2
6

。 

そ

し

て

【

史

料

⑫

】
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

（

八

〇

五

）

十

月

二

十

五

日

条

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 



 19 

【

史

料

⑫

】 

奉-
二

為

崇

道

天

皇
一

、

写
二

一

切

経
一

、

其

書

生

随
レ

功

、

叙

位

及

得

度

、 

早

良

親

王

の

た

め

に

一

切

経

が

書

写

さ

れ

、

写

経

に

参

加

し

た

書

生

の

功

に

し

た

が

っ

て

叙

位

、

得

度

を

行

う

こ

と

を

指

示

し

た

記

事

で

あ

る

。 

 

以

上

の

よ

う

に

、

延

暦

二

十

四

年

だ

け

で

も

五

度

、

早

良

親

王

へ

の

対

応

と

考

え

ら

れ

る

記

事

が

み

ら

れ

る

。

こ

の

年

は

正

月

か

ら

桓

武

天

皇

が

不

予

で

あ

っ

た

2
7

。
【

史

料

⑧

】

の

同

日

条

に

も

不

予

が

記

録

さ

れ

て

お

り

、

桓

武

天

皇

の

不

予

と

早

良

親

王

へ

の

対

応

は

関

連

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ

は

延

暦

九

年

、

十

一

年

（
【

史

料

①

】
、
【

史

料

②

】
）

の

対

応

の

契

機

と

な

っ

た

皇

族

の

病

と

同

様

の

事

態

で

あ

る

。

桓

武

天

皇

は

正

月

以

降

も

回

復

せ

ず

2
8

、

翌

年

三

月

十

七

日

に

崩

御

す

る

2
9

。

延

暦

二

十

四

年

の

【

史

料

⑧

】

か

ら

【

史

料

⑫

】

に

見

え

る

一

連

の

動

き

は

、

桓

武

天

皇

の

病

の

原

因

に

早

良

親

王

の

影

響
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を

想

定

し

、

一

年

を

通

し

て

対

応

を

行

な

っ

た

と

も

の

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。 

さ

ら

に

、
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

五

年

（

八

〇

六

）

三

月

十

七

日

条

で

は

早

良

親

王

死

亡

の

き

っ

か

け

と

な

っ

た

藤

原

種

継

暗

殺

事

件

の

関

係

者

の

本

位

を

復

し

て

い

る

。

こ

れ

は

本

人

へ

の

働

き

か

け

で

は

な

い

が

、

直

後

に

続

く

同

日

の

【

史

料

⑬

】
『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

五

年

（

八

〇

六

）

三

月

十

七

日

条

で

早

良

親

王

本

人

へ

の

対

応

も

記

録

さ

れ

て

い

る

。 

【

史

料

⑬

】 

奉-

二

為

崇

道

天

皇
一

、

令
三

諸

国

国

分

寺

僧

春

秋

二

仲

月

別

七

日

、

読
二

金

剛

般

若

経
一

、 

 

早

良

親

王

の

た

め

に

、

諸

国

国

分

寺

で

春

秋

ご

と

に

七

日

間

の

金

剛

般

若

経

読

経

を

行

う

よ

う

を

命

じ

て

い

る

。

桓

武

天

皇

は

こ

の

日

に

崩

御

し

た

。

桓

武

天

皇

は

死

の

直

前

に

も

早

良

親

王

へ

の

働

き

か

け

を

命

じ

て

い

る

の

で

あ

る

。

先

行

研

究

の

指

摘

通

り

、

延

暦

二

十

四

年

か

ら

二

十

五

年

に

か

け

て

の

一

連

の
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対

応

は

桓

武

天

皇

の

病

が

契

機

に

な

っ

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

3
0

。 

 

早

良

親

王

へ

の

対

応

は

桓

武

天

皇

の

死

後

も

続

い

た

。

大

同

五

年

に

二

例

残

っ

て

い

る

。

ま

ず

【

史

料

⑭

】
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

・

三

十

四

・

百

八

十

七

大

同

五

年

（

八

一

〇

）

七

月

二

十

七

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

【

史

料

⑭

】 

乙

丑

、

度
二

一

百

卅

人
一

、

奉-

二

為

崇

道

天

皇
一

一

百

人

、

為
二

伊

予

親

王

十

人
一

、

夫

人

藤

原

氏

廿

人

、 

早

良

親

王

と

後

述

す

る

伊

予

親

王

、

夫

人

藤

原

氏

（

藤

原

吉

子

）

の

た

め

に

合

わ

せ

て

百

三

十

人

の

得

度

が

行

わ

れ

た

。 

 

も

う

一

例

は

【

史

料

⑮

】
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

・

三

十

六

大

同

五

年

（

八

一

〇

）

七

月

二

十

九

日
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条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

で

あ

る

。 

【

史

料

⑮

】 
奉-

二

為

崇

道

天

皇
一

、

於
二

川

原

寺
一

、

奉
レ

写
二

法

華

経

一

部
一

、 

早

良

親

王

の

た

め

に

川

原

寺

で

法

華

経

一

部

を

写

経

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。 

 

大

同

五

年

の

こ

う

し

た

対

応

の

契

機

に

は

何

が

考

え

ら

れ

る

の

だ

ろ

う

か

。

大

同

四

年

に

即

位

し

た

嵯

峨

天

皇

は

、
【

史

料

⑭

】
、
【

史

料

⑮

】

と

同

月

の

大

同

五

年

七

月

ご

ろ

に

不

予

と

な

り

、

誦

経

が

行

わ

れ

て

い

る

3
1

。

こ

れ

ま

で

の

事

例

と

同

様

に

皇

族

の

病

と

早

良

親

王

が

関

連

づ

け

ら

れ

た

と

推

測

で

き

る

。

ま

た

伊

予

親

王

、

そ

の

母

藤

原

吉

子

へ

の

対

応

が

同

じ

タ

イ

ミ

ン

グ

で

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

も

重

要

で

あ

ろ

う

。

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

に

つ

い

て

は

第

三

章

で

詳

細

に

述

べ

た

い

。 

 

以

上

、

延

暦

九

年

か

ら

大

同

五

年

に

か

け

て

行

わ

れ

た

早

良

親

王

へ

の

対

応

と

そ

の

契

機

を

見

て

き

た

。
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対

応

の

契

機

を

明

確

に

示

し

て

い

る

の

は

延

暦

十

一

年

に

皇

太

子

の

病

を

早

良

親

王

の

「

祟

」

に

よ

る

も

の

と

し

た

【

史

料

②

】

の

み

で

あ

る

。

そ

の

ほ

か

、

契

機

を

推

測

で

き

る

の

は

【

史

料

②

】

と

同

様

に

皇

太

子

の

病

や

桓

武

天

皇

の

妃

、

生

母

の

死

と

の

関

連

が

考

え

ら

れ

る

延

暦

九

年

（
【

史

料

①

】
）
、

桓

武

天

皇

の

病

と

死

が

記

録

さ

れ

た

延

暦

二

十

四

・

二

十

五

年

（
【

史

料

⑧

】

〜

【

史

料

⑬

】
）
、

そ

し

て

嵯

峨

天

皇

の

病

が

記

録

さ

れ

た

大

同

五

年

（
【

史

料

⑭

】
、
【

史

料

⑮

】
）

に

限

ら

れ

る

。

史

料

上

明

確

に

示

さ

れ

て

い

る

「

祟

」

は

皇

太

子

安

殿

親

王

に

向

け

た

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

早

良

親

王

の

影

響

で

皇

族

の

不

予

が

起

こ

っ

た

と

い

う

認

識

が

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。 

一

方

、

そ

の

他

怪

異

や

災

害

と

の

関

連

は

史

料

上

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

し

か

し

契

機

が

わ

か

ら

な

い

対

応

の

う

ち

【

史

料

④

】

と

【

史

料

⑤

】

は

春

宮

亮

が

使

と

な

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

皇

太

子

と

関

連

す

る

可

能

性

は

あ

る

だ

ろ

う

。 
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以

上

の

と

お

り

、

史

料

の

記

述

か

ら

早

良

親

王

へ

の

対

応

の

契

機

に

な

っ

た

、

つ

ま

り

早

良

親

王

の

影

響

だ

と

捉

え

ら

れ

た

こ

と

を

推

測

で

き

る

事

象

は

皇

族

の

病

・

死

に

限

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

契

機

が

明

確

に

わ

か

ら

な

い

対

応

も

、

そ

の

一

部

は

皇

太

子

と

関

連

す

る

可

能

性

が

あ

る

。

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

は

皇

族

の

病

を

主

と

し

て

、

皇

族

に

何

ら

か

の

悪

影

響

を

及

ぼ

す

と

考

え

ら

れ

て

い

た

の

だ

ろ

う

。 

 

第

二

節 

対

応

の
分

析 

 

で

は

、

早

良

親

王

へ

の

対

応

に

は

ど

の

よ

う

な

特

徴

が

あ

る

の

か

。

第

一

節

と

史

料

は

重

複

す

る

が

、

さ

ら

に

詳

し

く

整

理

し

て

い

き

た

い

。

な

お

、

早

良

親

王

を

含

め

、

本

稿

で

検

討

す

る

人

物

に

つ

い

て

【

表

１

】
、
【

表

２

】

に

整

理

し

た

。 

ま

ず

延

暦

九

年

か

ら

十

一

年

の

対

応

を

見

て

い

こ

う

。

皇

太

子

の

病

が

主

な

契

機

と

考

え

ら

れ

る

。
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【

表

１

】

の

№

1 6

〜

1 8

に

あ

た

る

時

期

で

あ

る

。
【

史

料

①

】

の

前

半

か

ら

、

延

暦

九

年

に

守

冢

一

烟

が

設

置

さ

れ

、

随

近

の

郡

司

に

専

当

さ

せ

た

こ

と

わ

か

る

。 

そ

し

て

、
【

史

料

②

】

で

は

早

良

親

王

の

「

祟

」

が

認

識

さ

れ

、

諸

陵

頭

調

使

王

ら

を

淡

路

に

派

遣

し

、

「

奉
レ

謝
二

其

霊
一

」

と

い

う

対

応

が

取

ら

れ

た

。 

さ

ら

に

【

史

料

①

】

の

後

半

で

は

、

延

暦

九

年

の

守

冢

設

置

後

も

警

衛

が

な

く

、

そ

の

た

め

に

「

祟

」

が

あ

っ

た

の

だ

と

し

て

隍

（

か

ら

ぼ

り

）

を

置

き

、

今

後

濫

穢

の

な

い

よ

う

に

と

の

指

示

が

出

さ

れ

た

。 

【

史

料

①

】

の

前

半

に

み

え

る

延

暦

九

年

の

守

冢

設

置

と

郡

司

に

よ

る

専

当

、
【

史

料

①

】

後

半

に

あ

る

延

暦

十

一

年

の

隍

設

置

は

墓

の

整

備

と

言

え

る

だ

ろ

う

。
【

史

料

②

】

の

対

応

に

つ

い

て

も

遣

使

を

担

当

し

た

の

は

諸

陵

頭

で

あ

り

、

向

か

っ

た

先

は

早

良

親

王

の

墓

が

あ

る

淡

路

国

で

あ

る

。

そ

の

た

め

「

謝

」

も

お

そ

ら

く

早

良

親

王

の

墓

に

対

し

て

行

な

っ

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

皇

太

子

の

病

を

契

機

と

し

た

延

暦

九
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年

、

十

一

年

の

対

応

は

墓

の

整

備

と

墓

へ

の

「

謝

」

で

、

い

ず

れ

も

墓

に

関

連

す

る

。 

続

い

て

、

契

機

が

明

確

に

記

さ

れ

て

い

な

い

延

暦

十

六

年

、

十

八

年

、

十

九

年

の

対

応

を

検

討

す

る

。

【

表

１

】

の

№

1 9

〜

2 3

に

あ

た

る

時

期

で

あ

る

。 

ま

ず

【

史

料

③

】

で

は

僧

二

人

を

早

良

親

王

が

埋

葬

さ

れ

た

淡

路

国

に

派

遣

し

、

転

経

悔

過

さ

せ

た

。

こ

れ

も

僧

が

派

遣

さ

れ

た

の

は

淡

路

で

あ

る

た

め

、

早

良

親

王

の

墓

に

向

け

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

一

方

で

延

暦

九

年

、

十

一

年

と

異

な

る

の

は

仏

教

が

関

与

し

て

い

る

点

で

あ

る

。 

 

次

に

【

史

料

④

】

で

は

春

宮

亮

、

衆

僧

を

派

遣

し

て

奉

幣

を

行

っ

て

い

る

。

延

暦

十

六

年

は

仏

教

の

関

与

が

見

え

た

が

、
【

史

料

④

】

で

は

幣

帛

を

さ

さ

げ

、

そ

れ

に

よ

っ

て

早

良

親

王

に

「

謝

」

し

て

い

る

。

幣

帛

を

用

い

て

お

り

神

祇

的

対

応

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

派

遣

さ

れ

た

の

は

春

宮

亮

と

伝

燈

大

法

師

位

の

僧

で

あ

る

。

仏

教

と

神

祇

両

方

の

関

与

が

見

て

取

れ

る

。 
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次

に

、

延

暦

十

九

年

七

月

の

対

応

は

井

上

内

親

王

と

同

時

に

行

わ

れ

て

い

る

。

ま

ず

七

月

二

十

三

日

に

行

わ

れ

た

対

応

は

【

史

料

⑤

】

の

と

お

り

で

あ

る

。

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

も

含

ま

れ

て

い

る

が

、

早

良

親

王

に

向

け

た

も

の

と

し

て

は

、

崇

道

天

皇

号

の

追

称

、

墓

を

山

陵

と

す

る

こ

と

、

春

宮

亮

が

陰

陽

師

・

衆

僧

を

率

い

て

の

崇

道

天

皇

陵

へ

の

鎮

謝

で

あ

る

。

ま

ず

天

皇

号

追

称

は

廃

太

子

さ

れ

た

早

良

親

王

の

名

誉

を

回

復

す

る

対

応

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

天

皇

号

を

付

与

さ

れ

た

こ

と

に

伴

っ

て

、

墓

も

天

皇

と

同

等

の

待

遇

の

山

陵

に

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

以

降

こ

の

よ

う

に

早

良

親

王

を

先

帝

と

し

て

扱

う

対

応

が

見

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。 

ま

た

、

山

陵

へ

の

鎮

謝

は

墓

に

向

け

た

対

応

と

言

え

る

。

そ

し

て

鎮

謝

の

た

め

衆

僧

と

陰

陽

師

を

率

い

た

春

宮

亮

大

伴

是

成

が

派

遣

さ

れ

て

い

る

。

仏

教

や

神

祇

に

加

え

陰

陽

道

も

対

応

に

加

わ

っ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

こ

ま

で

の

延

暦

十

六

・

十

八

・

十

九

年

の

対

応

は

、

仏

教

・

神

祇

・

陰

陽

道

の

複

合

的

な
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関

与

が

読

み

取

れ

る

の

で

あ

る

。

複

数

の

宗

教

者

の

関

与

に

つ

い

て

大

江

篤

氏

は

、

ま

ず

延

暦

十

一

年

に

神

祇

伯

大

中

臣

諸

魚

が

早

良

親

王

と

関

係

の

深

か

っ

た

南

都

寺

院

の

意

向

を

含

み

「

祟

」

を

現

出

さ

せ

た

と

す

る

。

さ

ら

に

延

暦

十

六

・

十

八

年

に

は

僧

侶

の

語

り

に

よ

っ

て

、

早

良

親

王

が

仏

教

で

救

済

さ

れ

る

怨

霊

と

し

て

認

知

さ

れ

た

と

い

う

3
2

。 

ま

た

、

こ

の

鎮

謝

が

井

上

内

親

王

に

は

向

け

ら

れ

て

お

ら

ず

、

早

良

親

王

に

の

み

行

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

点

に

も

注

目

し

て

お

き

た

い

。 

次

に

【

史

料

⑥

】

か

ら

は

早

良

親

王

の

山

陵

を

守

ら

せ

る

た

め

の

戸

を

二

烟

設

置

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

れ

は

墓

の

整

備

に

分

類

で

き

る

。

そ

し

て

【

史

料

⑦

】

で

は

、

崇

道

天

皇

号

の

追

尊

を

山

陵

に

報

告

し

た

。

こ

れ

も

墓

に

対

し

て

行

な

っ

て

い

る

対

応

で

あ

る

。
【

史

料

⑥

】
、
【

史

料

⑦

】

で

は

仏

教

、

神

祇

、

陰

陽

道

の

関

与

は

見

え

な

い

。 
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以

上

、

契

機

が

明

確

で

な

い

延

暦

十

六

、

十

八

、

十

九

年

の

対

応

に

つ

い

て

検

討

し

た

。
【

史

料

③

】

か

ら

【

史

料

⑤

】

で

は

仏

教

、

神

祇

、

陰

陽

道

の

複

合

的

な

関

与

も

確

認

で

き

る

。

そ

し

て

墓

そ

の

も

の

に

手

を

加

え

る

対

応

や

、

墓

を

会

場

と

し

て

何

か

を

行

う

対

応

が

中

心

に

あ

る

こ

と

は

延

暦

九

年

か

ら

変

わ

ら

な

い

。

柴

田

博

子

氏

は

墓

が

死

者

の

「

す

ま

い

」

と

考

え

ら

れ

た

た

め

墓

を

中

心

と

し

た

対

応

に

な

っ

て

い

る

と

述

べ

て

い

る
3

3

が

、

こ

れ

は

妥

当

で

あ

ろ

う

。

一

方

で

、

延

暦

十

九

年

に

は

崇

道

天

皇

号

を

追

称

し

た

【

史

料

⑤

】

の

よ

う

に

早

良

親

王

の

名

誉

を

回

復

す

る

対

応

も

見

ら

れ

始

め

た

。 

 

続

い

て

、

延

暦

二

十

四

年

の

対

応

を

検

討

す

る

。
【

表

１

】

の

№

2 4

 

〜

2 8

に

あ

た

る

時

期

で

あ

る

。

こ

の

年

の

正

月

か

ら

桓

武

天

皇

の

病

が

記

録

さ

れ

て

お

り

、

こ

れ

が

早

良

親

王

と

結

び

付

け

ら

れ

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

第

一

節

で

述

べ

た

。

ま

ず

【

史

料

⑧

】

で

は

淡

路

国

に

早

良

親

王

の

た

め

の

寺

が

建

て

ら

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

れ

は

仏

教

的

対

応

と

言

え

よ

う

。

寺

の

場

所

は

早

良

親

王

の

山

陵

が

あ

る

淡

路

国
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と

な

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

早

良

親

王

の

墓

の

近

く

に

寺

が

置

か

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

が

、

関

連

は

示

さ

れ

て

い

な

い

。 

次

に

対

応

が

行

わ

れ

た

【

史

料

⑨

】

は

早

良

親

王

の

た

め

の

小

倉

を

諸

国

に

建

て

正

税

四

十

束

を

納

め

る

と

と

も

に

、

国

忌

・

奉

幣

の

列

に

預

か

る

待

遇

と

し

て

、

怨

霊

に

謝

す

こ

と

と

し

た

記

事

で

あ

る

。

怨

霊

の

初

見

記

事

と

し

て

こ

れ

ま

で

も

多

く

の

研

究

で

取

り

上

げ

ら

れ

て

き

た

。 

 

前

述

の

通

り

、
【

史

料

⑨

】

に

見

え

る

怨

霊

の

語

は

本

論

の

検

討

範

囲

で

あ

る

奈

良

時

代

か

ら

貞

観

五

年

御

霊

会

の

間

、

他

の

史

料

に

記

録

が

な

い

。 

 

そ

こ

で

呼

称

で

は

な

く

、

対

応

そ

の

も

の

に

注

目

し

た

い

。

ま

ず

、

諸

国

に

小

倉

を

建

て

て

そ

こ

に

正

税

四

十

束

を

納

め

る

こ

と

に

つ

い

て

そ

の

意

味

を

考

え

る

。

義

江

彰

夫

氏

は

、

皇

祖

神

や

地

方

神

に

収

穫

を

感

謝

す

る

初

穂

を

納

め

さ

せ

る

こ

と

が

、

ま

だ

租

庸

調

が

十

分

に

浸

透

し

て

い

な

か

っ

た

地

方

社

会

で
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の

支

配

・

租

税

徴

収

を

行

う

た

め

の

シ

ス

テ

ム

だ

っ

た

と

し

て

い

る

3
4

。

ま

た

、

大

津

透

氏

も

倉

を

た

て

る

こ

と

は

そ

こ

に

稲

の

初

穂

を

献

上

し

て

祭

る

こ

と

を

意

味

し

て

い

た

と

し

、

天

皇

と

は

全

国

の

郡

に

正

倉

が

た

て

ら

れ

稲

が

納

め

ら

れ

る

こ

と

と

不

可

分

の

存

在

で

あ

っ

た

と

推

定

し

て

い

る

3
5

。

こ

の

よ

う

に

、

諸

国

に

小

倉

を

作

り

そ

こ

に

稲

を

納

め

さ

せ

る

こ

と

は

、

早

良

親

王

を

天

皇

に

準

じ

る

扱

い

に

す

る

対

応

と

言

え

る

。

早

良

親

王

の

墓

が

あ

る

淡

路

国

に

限

ら

ず

、

諸

国

に

小

倉

を

建

て

さ

せ

る

こ

と

は

墓

と

関

連

し

な

い

対

応

と

も

言

え

る

。 

次

に

国

忌

・

奉

幣

の

列

に

預

か

る

こ

と

の

意

味

を

考

え

る

。

国

忌

と

は

皇

祖

や

先

帝

、

母

后

の

命

日

で

あ

り

、

政

務

を

休

ん

で

追

善

を

行

う

日

で

あ

る

。

ま

た

、

奉

幣

と

は

神

や

陵

に

対

し

て

行

う

も

の

で

あ

る

3
6

。

国

忌

・

奉

幣

の

列

に

加

え

る

こ

と

は

早

良

親

王

を

先

帝

と

し

て

扱

っ

て

い

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

こ

れ

は

【

史

料

⑤

】

に

続

い

て

早

良

親

王

を

天

皇

と

並

ぶ

待

遇

に

す

る

、

つ

ま

り

名

誉

回

復

に

類

す

る

対

応
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だ

と

考

え

ら

れ

る

。 

さ

ら

に

、
【

史

料

⑩

】

で

は

改

葬

司

の

任

命

が

あ

り

、

早

良

親

王

の

改

葬

を

計

画

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

そ

の

後

【

史

料

⑪

】

で

山

科

・

後

田

原

陵

と

と

も

に

唐

国

物

を

献

物

さ

れ

た

。

天

智

天

皇

、

光

仁

天

皇

と

と

も

に

献

物

が

行

わ

れ

て

お

り

、

早

良

親

王

を

先

帝

と

し

て

扱

っ

た

対

応

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

こ

の

時

ま

で

に

改

葬

が

行

わ

れ

た

も

の

と

み

ら

れ

る

。 

改

葬

司

任

命

は

墓

の

整

備

、

献

物

は

墓

を

対

象

と

し

た

対

応

に

分

類

で

き

、

い

ず

れ

も

こ

れ

ま

で

の

傾

向

と

同

様

に

墓

が

中

心

と

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

こ

れ

以

降

、

早

良

親

王

の

墓

に

関

連

す

る

対

応

は

見

ら

れ

な

く

な

る

。 

【

史

料

⑫

】

に

も

そ

れ

が

表

れ

て

い

る

。

早

良

親

王

の

た

め

に

一

切

経

を

写

す

対

応

の

記

事

で

あ

る

。

史

料

の

表

現

か

ら

も

写

経

と

い

う

対

応

そ

の

も

の

か

ら

も

墓

と

の

関

連

は

見

出

せ

な

い

。

た

だ

し

仏

教

的
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対

応

で

あ

る

こ

と

は

確

か

だ

ろ

う

。 

 

延

暦

二

十

五

年

の

対

応

に

も

墓

と

関

連

し

な

い

傾

向

は

引

き

継

が

れ

る

。
【

表

１

】

の

№

2 9

で

あ

る

。

【

史

料

⑬

】

で

は

同

日

の

関

係

者

の

復

位

と

と

も

に

、

早

良

親

王

の

た

め

に

毎

年

諸

国

で

金

剛

般

若

経

の

読

経

を

行

う

こ

と

が

命

じ

ら

れ

た

。

ま

ず

読

経

を

行

う

こ

と

か

ら

仏

教

的

対

応

だ

と

言

え

る

。

ま

た

そ

の

場

所

は

「

諸

国

」

と

あ

る

こ

と

か

ら

、

早

良

親

王

の

墓

を

中

心

と

し

た

対

応

で

は

な

い

こ

と

も

わ

か

る

。 

そ

し

て

【

史

料

⑬

】

の

対

応

が

行

わ

れ

た

三

月

十

七

日

は

桓

武

天

皇

が

死

亡

し

た

日

で

あ

る

3
7

。

つ

ま

り

諸

国

で

の

金

剛

般

若

経

読

経

は

桓

武

天

皇

の

死

の

間

際

に

命

じ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

状

況

の

た

め

、

同

日

の

対

応

が

病

の

治

癒

を

願

っ

た

も

の

で

あ

っ

た

と

は

考

え

に

く

い

。 

第

一

節

で

は

延

暦

二

十

四

年

の

対

応

も

含

め

て

大

ま

か

に

桓

武

天

皇

の

病

を

対

応

の

契

機

と

考

え

た

。

し

か

し

延

暦

二

十

五

年

の

対

応

は

特

に

死

を

目

前

と

し

た

状

況

で

行

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

病

を

治

療

す
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る

こ

と

よ

り

も

、

桓

武

天

皇

の

死

後

に

早

良

親

王

の

慰

撫

を

怠

る

こ

と

で

再

び

起

こ

る

か

も

し

れ

な

い

「

祟

」

を

予

防

す

る

こ

と

が

重

視

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。 

そ

し

て

こ

の

【

史

料

⑬

】

の

対

応

も

【

史

料

⑨

】

の

小

倉

設

置

と

同

様

に

、

早

良

親

王

の

墓

に

限

っ

た

も

の

で

は

な

く

諸

国

を

対

象

と

し

た

も

の

に

な

っ

て

い

る

。

墓

に

関

連

す

る

対

応

が

行

わ

れ

な

く

な

り

、

全

国

的

な

慰

撫

ま

で

も

が

展

開

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

だ

。

延

暦

二

十

四

年

に

は

神

祇

や

陰

陽

道

の

関

与

も

な

く

な

る

。

対

応

の

中

心

は

仏

教

と

な

っ

た

。

怨

霊

へ

の

対

応

は

仏

教

的

な

も

の

が

多

く

を

占

め

る

こ

と

は

以

前

か

ら

指

摘

さ

れ

て

い

る

3
8

が

、

早

良

親

王

へ

の

対

応

に

つ

い

て

、

本

格

的

に

仏

教

が

優

越

す

る

の

は

こ

の

時

期

か

ら

だ

ろ

う

。 

以

上

の

よ

う

に

桓

武

天

皇

の

病

と

死

が

契

機

と

な

っ

た

延

暦

二

十

四

年

、

二

十

五

年

の

対

応

を

そ

れ

以

前

と

比

較

す

る

と

、

延

暦

二

十

四

年

以

降

は

墓

を

離

れ

た

対

応

が

増

え

た

。

そ

し

て

、

延

暦

十

九

年

の
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【

史

料

⑤

】

ま

で

見

ら

れ

た

仏

教

・

神

祇

・

陰

陽

道

の

複

合

的

な

関

与

は

な

く

な

り

、

仏

教

が

対

応

の

中

心

を

担

う

よ

う

に

な

る

。
【

表

２

】

で

も

№

2 1

よ

り

後

は

仏

教

し

か

現

れ

て

い

な

い

。 

 

早

良

親

王

へ

の

対

応

は

桓

武

天

皇

の

死

後

、

大

同

五

年

に

も

行

わ

れ

た

。

こ

れ

は

【

表

１

】

の

№

3 0

・

3 1

に

あ

た

る

。

ま

ず

【

史

料

⑭

】

で

は

早

良

親

王

の

た

め

に

百

人

の

僧

を

度

し

た

こ

と

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。

第

三

章

で

詳

し

く

述

べ

る

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

母

子

と

同

時

の

対

応

と

な

っ

て

い

る

。

早

良

親

王

に

は

百

三

十

人

の

う

ち

最

も

多

い

百

人

が

配

分

さ

れ

て

お

り

、

桓

武

天

皇

の

死

後

も

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

が

重

視

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

窺

え

る

。

ま

た

、

早

良

親

王

の

た

め

に

得

度

を

行

う

こ

と

は

仏

教

的

な

対

応

と

言

え

る

。

墓

と

の

関

連

は

史

料

か

ら

は

読

み

取

れ

な

い

。 

 

次

に

【

史

料

⑮

】

で

は

川

原

寺

で

写

経

を

行

っ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

川

原

寺

は

伊

予

親

王

と

藤

原

吉

子

が

幽

閉

さ

れ

た

場

所

で

も

あ

る

3
9

。
【

史

料

⑮

】

の

会

場

は

川

原

寺

で

あ

り

墓

の

関

与

が

な

く

、

写

経

は
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仏

教

的

対

応

と

言

え

る

。 

 

以

上

の

よ

う

に

大

同

五

年

に

も

墓

に

関

与

し

な

い

仏

教

的

対

応

が

行

わ

れ

た

。

延

暦

二

十

四

年

後

半

の

傾

向

と

同

様

で

あ

る

。

延

暦

二

十

四

年

以

降

、
「

怨

霊

」

へ

の

対

応

は

墓

と

関

与

し

な

い

仏

教

的

な

も

の

へ

と

変

化

し

て

い

く

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

そ

の

意

味

に

つ

い

て

は

第

四

章

で

考

え

て

み

た

い

。 

 

第

三

節 

「
怨

霊

」
と

は
何

か 

 

そ

れ

で

は

、
「

怨

霊

」

と

は

何

か

。

前

述

の

通

り

早

良

親

王

が

怨

霊

で

あ

る

こ

と

は

多

く

の

先

行

研

究

で

も

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

先

行

研

究

で

は

怨

霊

の

定

義

が

あ

い

ま

い

な

ま

ま

怨

霊

と

い

う

語

を

用

い

て

い

た

。

そ

こ

で

本

稿

で

は

以

下

に

示

す

条

件

を

備

え

た

も

の

を

「

怨

霊

」

と

認

定

し

、

こ

れ

を

先

行

研

究

の

指

す

怨

霊

と

は

区

別

し

て

「

怨

霊

」

と

表

現

す

る

。 
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こ

こ

ま

で

実

際

に

史

料

を

検

討

し

た

上

で

も

、

そ

の

対

応

の

多

さ

と

明

確

な

「

祟

」

の

表

現

か

ら

早

良

親

王

が

「

怨

霊

」

で

あ

る

こ

と

に

疑

問

の

余

地

は

な

い

。

そ

こ

で

第

一

節

、

第

二

節

の

早

良

親

王

に

関

す

る

検

討

に

基

づ

い

て

、

本

稿

で

「

怨

霊

」

と

み

な

す

た

め

に

必

要

な

条

件

を

考

え

た

い

。 

ま

ず

、

非

業

の

死

を

遂

げ

た

こ

と

は

重

要

だ

ろ

う

。

早

良

親

王

は

藤

原

種

継

暗

殺

の

首

謀

者

で

あ

る

と

疑

わ

れ

、

幽

閉

さ

れ

た

の

ち

飲

食

を

絶

っ

て

死

亡

し

た

。

不

本

意

な

死

で

な

け

れ

ば

怨

恨

が

残

る

こ

と

も

怨

恨

を

恐

れ

ら

れ

る

こ

と

も

な

い

。

本

人

に

と

っ

て

不

本

意

な

形

で

命

を

落

と

し

た

こ

と

を

条

件

の

一

つ

と

し

た

い

。 

次

に

、
「

怨

霊

」

が

起

こ

す

と

考

え

ら

れ

た

事

象

も

限

定

し

て

お

き

た

い

。

早

良

親

王

の

影

響

が

明

確

に

記

さ

れ

る

事

象

は

皇

太

子

の

病

の

み

で

あ

る

。

こ

こ

か

ら

、

皇

太

子

を

含

む

皇

族

の

病

・

死

は

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

が

起

こ

し

た

と

捉

え

ら

れ

た

こ

と

を

推

定

し

た

。

そ

の

ほ

か

怪

異

や

自

然

災

害

は

明

確

な
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関

連

が

示

さ

れ

て

い

な

い

。

そ

こ

で

「

怨

霊

」

の

「

祟

」

は

第

一

に

皇

族

の

病

を

引

き

起

こ

す

も

の

と

す

る

。 ま

た

、

ど

の

よ

う

な

対

応

を

行

わ

れ

る

の

か

確

認

し

て

お

く

。

早

良

親

王

へ

の

対

応

は

延

暦

十

九

年

か

ら

徐

々

に

変

化

し

て

い

く

。

延

暦

十

九

年

ま

で

は

墓

へ

の

対

応

が

主

で

あ

る

。

し

か

し

延

暦

十

九

年

の

【

史

料

⑤

】

に

「

崇

道

天

皇

」

の

追

称

と

い

う

墓

に

関

与

し

な

い

対

応

が

現

れ

て

以

降

、

延

暦

二

十

四

年

後

半

か

ら

大

同

五

年

に

か

け

て

は

墓

と

関

連

せ

ず

仏

教

的

な

対

応

が

中

心

と

な

る

。

こ

れ

は

特

に

【

表

２

】

の

№

2 8

〜

3 1

に

顕

著

に

表

れ

て

い

る

。

そ

の

た

め

早

良

親

王

よ

り

前

の

「

怨

霊

」

に

は

墓

に

関

連

す

る

対

応

が

、

早

良

親

王

よ

り

後

の

「

怨

霊

」

に

は

墓

に

関

与

し

な

い

対

応

が

確

認

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

予

想

さ

れ

る

。

そ

し

て

、

早

良

親

王

以

後

の

「

怨

霊

」

に

は

仏

教

的

対

応

も

定

着

し

て

い

く

と

考

え

ら

れ

る

。 
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ま

た

、

早

良

親

王

は

廃

太

子

の

ま

ま

死

亡

し

た

。

し

か

し

の

ち

に

天

皇

に

準

じ

る

待

遇

を

受

け

て

い

る

。

「

怨

霊

」

と

な

る

経

緯

か

ら

、

こ

の

よ

う

に

生

前

に

落

と

さ

れ

た

地

位

や

名

誉

を

回

復

さ

せ

る

こ

と

も

対

応

と

し

て

重

要

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。 

さ

ら

に

「

謝

」

と

い

う

表

現

に

つ

い

て

指

摘

し

て

お

き

た

い

。

本

稿

で

検

討

す

る

人

物

の

中

で

は

、

早

良

親

王

に

の

み

用

い

ら

れ

る

語

で

あ

る

。

そ

し

て

早

良

親

王

の

対

応

の

な

か

で

も

、

主

に

墓

に

対

し

て

何

ら

か

の

働

き

か

け

を

行

な

っ

て

い

る

時

に

用

い

ら

れ

る

表

現

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

「

謝

」

は

単

な

る

謝

罪

と

も

読

め

る

が

、

墓

に

対

し

て

行

わ

れ

る

行

為

だ

っ

た

と

も

言

え

る

だ

ろ

う

。

ま

た

、

大

江

篤

氏

は

『

続

日

本

紀

』

に

み

え

る

「

謝

」

に

つ

い

て

「

神

の

示

現

に

対

し

、

人

が

報

い

る

行

為

を

示

し

て

い

る

」

と

い

う

4
0

。

し

か

し

、

早

良

親

王

以

外

に

怨

霊

と

さ

れ

る

人

物

に

は

用

い

ら

れ

て

い

な

い

。
「

謝

」

が

用

い

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

を

理

由

に

「

怨

霊

」

で

は

な

い

と

断

定

す

る

こ

と

は

難

し

い

だ

ろ

う

。

そ

こ

で

本
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稿

で

は

大

江

氏

の

指

摘

は

考

慮

す

る

も

の

の

、
「

怨

霊

」

で

あ

る

と

判

断

す

る

条

件

に

は

用

い

な

い

。 

 
 小

括 

 

第

一

章

で

は

「

怨

霊

」

の

画

期

と

考

え

ら

れ

る

早

良

親

王

に

つ

い

て

検

討

し

た

。

ま

ず

第

一

節

で

早

良

親

王

の

死

後

に

行

わ

れ

た

対

応

と

そ

の

契

機

に

つ

い

て

論

じ

た

。

史

料

か

ら

対

応

の

契

機

を

明

確

に

読

み

取

れ

る

の

は

延

暦

十

一

年

の

皇

太

子

の

病

の

み

で

あ

る

。

こ

れ

に

基

づ

い

て

、

皇

太

子

の

病

と

同

様

の

事

態

で

あ

る

皇

族

の

病

や

死

が

早

良

親

王

の

「

祟

」

と

み

な

さ

れ

た

と

推

定

し

た

。

そ

の

ほ

か

、

延

暦

十

六

年

の

対

応

に

は

怪

異

が

、

延

暦

十

八

年

・

十

九

年

の

対

応

に

は

自

然

災

害

が

結

び

付

け

ら

れ

て

論

じ

ら

れ

る

場

合

も

あ

る

が

、

史

料

か

ら

は

早

良

親

王

と

の

関

連

を

読

み

取

れ

な

い

。

た

だ

し

、

延

暦

十

八

年

、

十

九

年

の

対

応

に

つ

い

て

は

い

ず

れ

も

春

宮

亮

の

派

遣

が

あ

り

、

皇

太

子

に

関

連

し

て

い

る

と

言

う

こ

と

は
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で

き

る

だ

ろ

う

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、
「

怨

霊

」

は

皇

族

の

病

に

影

響

す

る

と

考

え

ら

れ

た

可

能

性

が

高

い

と

推

定

し

た

。 

 

第

二

節

で

は

、

対

応

に

つ

い

て

詳

細

に

分

析

し

、

時

期

的

な

変

化

や

特

徴

を

論

じ

た

。

早

良

親

王

へ

の

対

応

は

延

暦

十

九

年

ま

で

墓

そ

の

も

の

に

手

を

加

え

た

り

、

墓

を

会

場

と

し

て

行

わ

れ

た

り

す

る

こ

と

が

多

か

っ

た

。

し

か

し

延

暦

十

九

年

以

降

、

墓

と

関

連

し

な

い

対

応

が

現

れ

る

。

同

じ

頃

、

複

合

的

に

対

応

に

関

わ

っ

て

い

た

仏

教

、

神

祇

、

陰

陽

道

の

な

か

で

仏

教

が

対

応

の

中

心

を

担

う

よ

う

に

な

る

。

さ

ら

に

、

早

良

親

王

を

先

帝

と

し

て

扱

い

名

誉

回

復

す

る

対

応

も

現

れ

た

。

そ

し

て

桓

武

天

皇

の

死

後

に

は

こ

れ

ら

が

統

合

さ

れ

、

墓

と

の

関

与

が

薄

い

仏

教

的

な

対

応

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

分

析

し

た

。 

第

三

節

で

は

第

一

節

、

第

二

節

の

検

討

か

ら

先

行

研

究

の

指

す

怨

霊

と

は

異

な

る

「

怨

霊

」

と

呼

べ

る

条

件

を

四

点

設

定

し

た

。

ま

ず

一

点

目

と

し

て

怨

恨

の

原

因

と

な

る

よ

う

な

不

本

意

な

死

を

遂

げ

た

こ

と
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が

重

要

で

あ

る

。

二

点

目

は

「

怨

霊

」

は

皇

族

の

病

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

と

捉

え

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

三

点

目

に

「

怨

霊

」

に

対

し

て

、

早

良

親

王

以

前

に

は

墓

を

中

心

と

し

た

対

応

が

、

早

良

親

王

以

後

は

墓

と

関

与

し

な

い

仏

教

的

な

対

応

が

と

ら

れ

る

の

で

は

な

い

か

と

想

定

し

た

。

最

後

に

四

点

目

と

し

て

、

早

良

親

王

が

そ

の

地

位

を

追

わ

れ

、

死

後

に

名

誉

回

復

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

名

誉

回

復

も

「

怨

霊

」

の

条

件

と

し

て

重

要

で

あ

る

と

考

え

た

。 

以

上

の

考

察

か

ら

、

第

一

章

で

は

先

行

研

究

で

は

あ

い

ま

い

に

さ

れ

て

き

た

「

怨

霊

」

を

明

確

に

定

義

し

た

。

次

に

、
「

怨

霊

」

と

社

会

の

相

互

関

係

を

考

察

す

る

前

提

と

し

て

、

第

二

章

以

降

で

は

早

良

親

王

以

前

と

以

後

の

時

期

に

、

先

行

研

究

上

怨

霊

と

考

え

ら

れ

て

き

た

人

物

に

つ

い

て

検

討

し

て

い

く

。 
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第
二
章 

早
良
親
王
以
前
の
「
怨
霊
」 

 

第

二

章

で

は

早

良

親

王

の

検

討

か

ら

抽

出

し

た

「

怨

霊

」

の

要

素

を

も

と

に

、

早

良

親

王

以

前

に

先

行

研

究

上

怨

霊

と

考

え

ら

れ

る

人

物

に

つ

い

て

遡

っ

て

考

え

た

い

。
「

怨

霊

」

と

言

え

る

ど

う

か

判

断

す

る

た

め

に

、

第

一

章

で

確

認

し

た

通

り

、

不

本

意

な

死

を

遂

げ

た

こ

と

、

皇

族

の

病

に

影

響

し

た

と

考

え

ら

れ

た

こ

と

、

墓

を

中

心

に

し

た

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

、

名

誉

回

復

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

の

以

上

四

つ

の

観

点

を

重

視

す

る

。 

 

第

一

節 

長
屋

王 

 

長

屋

王

は

天

平

元

年

、

密

か

に

左

道

を

学

び

国

家

を

傾

け

よ

う

と

し

て

い

る

と

い

う

密

告

か

ら

王

宅

を

囲

ま

れ

窮

問

さ

れ

4
1

、

妻

の

吉

備

内

親

王

や

そ

の

子

た

ち

と

と

も

に

自

経

し

た

4
2

。

い

わ

ゆ

る

長

屋

王

の
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変

で

あ

る

。

先

行

研

究

で

は

長

屋

王

が

最

初

の

「

怨

霊

」

と

考

え

ら

れ

る

場

合

も

あ

る

。

例

え

ば

長

洋

一

氏

は

長

屋

王

以

前

の

「

世

人

が

同

情

し

た

政

治

的

敗

北

者

」

と

し

て

山

背

大

兄

王

、

有

間

皇

子

、

大

津

皇

子

を

挙

げ

、

い

ず

れ

も

そ

の

心

情

・

才

能

の

讃

美

は

あ

っ

て

も

怨

霊

化

し

て

お

ら

ず

、

こ

う

し

た

政

治

的

敗

北

者

の

流

れ

を

汲

む

長

屋

王

や

藤

原

広

嗣

か

ら

怨

霊

化

が

始

ま

っ

た

と

評

価

し

て

い

る

4
3

。

一

方

で

柴

田

博

子

氏

は

長

屋

王

本

人

へ

の

対

応

が

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

か

ら

国

家

の

鎮

圧

対

策

は

見

ら

れ

な

い

と

い

う

立

場

で

あ

る

4
4

。

小

林

茂

文

氏

も

長

屋

王

を

「

怨

霊

」

と

認

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

い

る

4
5

。

は

じ

め

に

で

も

述

べ

た

が

、

先

行

研

究

の

中

で

も

怨

霊

と

認

め

る

べ

き

か

に

つ

い

て

議

論

が

続

い

て

い

る

人

物

の

一

人

で

あ

る

。 

で

は

ま

ず

長

屋

王

は

非

業

の

死

だ

っ

た

の

か

。

長

屋

王

は

謀

反

の

疑

い

で

邸

宅

を

囲

ま

れ

、

妃

や

子

と

と

も

に

自

殺

し

た

。

葬

儀

の

際

、

妻

の

吉

備

内

親

王

は

無

罪

と

な

り

、

王

も

罪

人

で

は

あ

る

が

葬

儀

を

い
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や

し

く

し

て

は

い

け

な

い

と

勅

が

出

さ

れ

て

い

る

4
6

。

死

の

直

後

か

ら

葬

儀

に

配

慮

が

行

わ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

長

屋

王

の

死

か

ら

九

年

後

の

天

平

九

年

七

月

に

は

長

屋

王

謀

反

の

密

告

は

嘘

で

あ

る

こ

と

を

告

白

し

た

中

臣

宮

処

東

人

が

、

長

屋

王

に

仕

え

て

い

た

大

伴

子

虫

に

殺

さ

れ

る

記

事

が

残

っ

て

い

る

4
7

。

長

屋

王

の

死

の

き

っ

か

け

と

な

っ

た

密

告

が

嘘

で

あ

り

、

冤

罪

だ

っ

た

と

認

識

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

冤

罪

で

妻

子

と

と

と

も

に

命

を

絶

っ

た

こ

と

は

不

本

意

な

死

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

次

に

長

屋

王

は

ど

の

よ

う

な

影

響

を

及

ぼ

し

た

と

考

え

ら

れ

て

い

た

の

か

。

長

屋

王

は

【

表

１

】

の

№

1

・

2

に

該

当

す

る

。

長

屋

王

の

死

後

、

天

平

七

年

ご

ろ

か

ら

疫

病

が

猛

威

を

ふ

る

い

、

藤

原

四

子

も

相

次

い

で

死

亡

し

た

4
8

。

寺

崎

保

広

氏

は

こ

れ

が

長

屋

王

の

祟

り

と

考

え

ら

れ

た

と

い

う

4
9

。

し

か

し

長

屋

王

が

疫

病

流

行

の

原

因

と

な

っ

た

と

明

確

に

示

す

史

料

は

残

っ

て

い

な

い

。

ま

た

、

第

一

章

で

確

認

し

た

、

皇

族

の

病

を

引

き

起

こ

す

と

い

う

「

怨

霊

」

の

条

件

と

も

一

致

し

な

い

。 
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次

に

長

屋

王

へ

の

対

応

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

発

掘

調

査

に

よ

り

長

屋

王

邸

宅

跡

に

光

明

皇

后

宮

が

置

か

れ

た

と

考

え

ら

れ

て

い

る

5
0

。

寺

崎

保

広

氏

は

こ

の

こ

と

か

ら

光

明

皇

后

の

五

月

一

切

経

写

経

事

業

は

「

長

屋

王

に

対

す

る

罪

滅

ぼ

し

と

い

っ

た

意

味

合

い

が

込

め

ら

れ

て

い

た

可

能

性

が

高

い

」

と

し

て

い

る

5
1

。

寺

崎

氏

は

そ

の

ほ

か

に

も

、

当

時

の

人

が

天

然

痘

の

蔓

延

を

長

屋

王

の

祟

り

と

考

え

、

そ

の

霊

を

鎮

め

る

た

め

に

子

女

へ

の

叙

位

を

行

っ

た

と

推

測

し

て

い

る

5
2

。

写

経

事

業

に

つ

い

て

は

長

屋

王

に

向

け

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

明

確

に

確

認

で

き

な

い

5
3

。

そ

し

て

写

経

事

業

も

子

女

へ

の

叙

位

も

墓

と

関

連

す

る

対

応

で

は

な

い

。

そ

の

た

め

い

ず

れ

も

「

怨

霊

」

へ

の

対

応

と

は

言

え

な

い

。 

以

上

の

こ

と

か

ら

、

長

屋

王

は

不

本

意

な

死

で

あ

り

名

誉

回

復

と

み

な

せ

る

記

事

も

残

っ

て

い

る

が

、

影

響

を

及

ぼ

し

た

と

考

え

ら

れ

る

事

象

や

対

応

に

つ

い

て

は

「

怨

霊

」

の

条

件

と

一

致

し

な

い

。

そ

の

た

め

本

稿

で

は

長

屋

王

を

「

怨

霊

」

と

は

判

定

し

な

い

。 
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た

だ

し

、

長

屋

王

に

関

連

す

る

と

言

わ

れ

る

史

料

を

確

認

し

て

お

き

た

い

。
『

続

日

本

紀

』

天

平

二

年

（

七

三

〇

）

九

月

二

十

九

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 
詔

曰

、
（

中

略

）

又

安

芸

・

周

防

国

等

妄
二

説

禍

福
一

、

多

集
二

人

衆
一

、

妖-

二

祠

死

魂
一

、 

云
レ

有
レ

所
レ

祈

。

又

近
レ

京

左

側

山

原

、

聚-

二

集

多

人
一

、

妖

言

惑
レ

衆

。

多

則

万

人

、

少

乃

数

千

。

如
レ

此

之

徒

、

深

違
二

憲

法
一

。

若

更

因

循

為
レ

害

滋

甚

、

自

今

以

後

、

勿
レ

使
二

更

然
一

。
（

後

略

） 

 

安

芸

・

周

防

国

に

お

い

て

人

が

集

ま

り

「

死

魂

」

を

妖

祠

す

る

こ

と

や

京

に

近

い

山

原

で

妖

言

に

よ

っ

て

人

を

惑

わ

す

こ

と

が

行

わ

れ

て

お

り

、

そ

れ

を

規

制

す

る

詔

で

あ

る

。

長

洋

一

氏

は

こ

の

「

死

魂

」

が

長

屋

王

一

族

の

こ

と

を

指

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

指

摘

し

た

5
4

。

し

か

し

史

料

上

で

長

屋

王

と

の

関

連

は

読

み

取

れ

な

い

。
「

怨

霊

」

の

活

動

そ

の

も

の

と

い

う

よ

り

む

し

ろ

「

妖

言

」

を

広

げ

て

い

る

民

間

宗

教

者

の

活

動

の

記

録

と

言

え

る

。

長

屋

王

は

「

怨

霊

」

と

は

言

え

ず

、

こ

の

記

事

も

長

屋

王

と

の

関

連
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は

確

認

で

き

な

い

。

し

か

し

地

方

で

「

死

魂

」

を

ま

つ

る

動

き

が

あ

り

、

そ

れ

が

規

制

の

対

象

で

あ

っ

た

こ

と

は

重

要

だ

ろ

う

。

こ

の

時

期

に

死

者

の

魂

を

語

る

言

説

が

す

で

に

存

在

し

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

ま

た

、

も

う

一

つ

長

屋

王

に

言

及

が

あ

る

史

料

と

し

て

『

日

本

霊

異

記

』

中

巻

第

一

縁

が

挙

げ

ら

れ

る

。

「

怨

霊

」

と

の

関

連

が

指

摘

さ

れ

る

部

分

で

は

、

長

屋

王

の

遺

骨

が

土

佐

国

に

流

さ

れ

た

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

遺

骨

が

流

さ

れ

た

地

で

は

「

親

王

の

気

」

に

よ

っ

て

国

の

百

姓

が

皆

死

ん

だ

。

そ

こ

で

都

に

近

づ

け

る

た

め

に

紀

伊

国

海

部

郡

椒

抄

の

奥

の

嶋

へ

と

移

さ

れ

た

と

い

う

。 

先

ほ

ど

確

認

し

た

通

り

長

屋

王

の

葬

儀

は

罪

人

と

し

な

が

ら

も

丁

寧

に

行

わ

れ

て

お

り

、

土

佐

国

に

流

さ

れ

た

と

い

う

記

録

も

な

い

。

そ

し

て

『

日

本

霊

異

記

』

は

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

が

認

定

さ

れ

た

後

の

記

述

で

あ

る

と

小

林

茂

文

氏

が

指

摘

し

て

い

る

5
5

。

少

な

く

と

も

『

日

本

霊

異

記

』

が

書

か

れ

た

時

期

に

は

長

屋

王

が

怨

霊

的

な

存

在

と

し

て

認

め

ら

れ

て

い

た

可

能

性

は

あ

る

。

し

か

し

『

日

本

霊

異

記

』

の

記
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述

を

根

拠

に

長

屋

王

の

死

や

疫

病

流

行

の

時

期

に

も

長

屋

王

の

「

怨

霊

」

が

恐

れ

ら

れ

て

い

た

と

は

言

え

な

い

。 

 

第

二

節 

藤
原

広

嗣 

藤

原

広

嗣

は

天

平

十

二

年

八

月

に

吉

備

真

備

と

玄

昉

の

追

放

を

掲

げ

て

上

表

文

を

朝

廷

に

提

出

し

、

九

州

で

挙

兵

し

て

反

乱

を

起

こ

し

た
5

6

。

そ

の

後

十

一

月

に

朝

廷

に

鎮

圧

さ

れ

斬

ら

れ

た

5
7

。 

広

嗣

は

非

業

の

死

と

言

え

る

の

だ

ろ

う

か

。

乱

を

起

こ

し

朝

廷

に

鎮

圧

さ

れ

て

い

る

た

め

、

冤

罪

で

あ

る

と

は

言

え

な

い

。

た

だ

し

反

乱

の

志

半

ば

で

死

亡

し

た

こ

と

は

本

人

に

と

っ

て

は

不

本

意

な

死

で

あ

っ

た

と

考

え

る

こ

と

は

で

き

る

だ

ろ

う

。 

続

い

て

、

広

嗣

が

及

ぼ

し

た

影

響

に

つ

い

て

考

え

る

。
【

表

１

】

で

は

№

3

・

4

に

あ

た

る

。

ま

ず

、
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『

続

日

本

紀

』

天

平

十

八

年

（

七

四

六

）

六

月

十

八

日

条

に

次

の

よ

う

に

記

さ

れ

る

。 

僧

玄

昉

死

。

玄

昉

、

俗

姓

阿

刀

氏

。

霊

亀

二

年

入

唐

学

問

。

唐

天

子

、

尊
レ

昉

、

准
二

三

品
一

、 
令
レ

着
二

紫

袈

裟
一

。

天

平

七

年

、

随
二

大

使

多

治

比

真

人

広

成
一

、

還

帰

。

賷
二

経

論

五

千

餘

巻

及

諸

仏

像
一

来

。

皇

朝

、

亦

施
二

紫

袈

裟
一

着
レ

之

。

尊

為
二

僧

正
一

、

安-

二

置

内

道

場
一

。

自
レ

是

之

後

、

栄

寵

日

盛

、

稍

乖
二

沙

門

之

行
一

。

時

人

悪
レ

之

。

至
レ

是

、

死
二

於

徒

所
一

。

世

相

伝

云

、

為
二

藤

原

広

嗣

霊
一

所
レ

害

。 

 

こ

の

記

事

は

玄

昉

の

伝

で

あ

る

。

玄

昉

は

唐

か

ら

帰

還

後

、

天

皇

か

ら

紫

袈

裟

を

与

え

ら

れ

る

な

ど

高

待

遇

で

あ

っ

た

が

、

天

平

十

七

年

に

筑

紫

観

世

音

寺

造

営

に

派

遣

さ

れ

る

。

史

料

で

は

こ

れ

を

「

徒

所

」

と

表

現

し

、
「

徒

所

」

で

亡

く

な

っ

た

の

は

広

嗣

の

霊

が

害

し

た

こ

と

に

よ

る

も

の

で

あ

る

と

い

う

世

相

の

声

を

伝

え

て

い

る

。 
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次

に

、

吉

備

真

備

の

薨

伝

で

あ

る

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

六

年

（

七

七

五

）

十

月

二

日

条

に

、

広

嗣

の

乱

と

吉

備

真

備

の

左

降

を

次

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。 
（

前

略

）

十

一

年

、

式

部

少

輔

従

五

位

下

藤

原

朝

臣

広

嗣

、

与
二

玄

昉

法

師
一

有
レ

隙

。

出

為
二

大

宰

少

弐
一

、

到
レ

任

、

即

起
レ

兵

反

。

以
レ

討
二

玄

昉

及

真

備
一

為
レ

名

。

雖
二

兵

敗

伏
一
レ

誅

、

逆

魂

未
レ

息

。

勝

宝

二

年

、

左-
二

降

筑

前

守
一

、

俄

還
二

肥

前

守
一

。
（

後

略

） 

 

こ

の

こ

と

か

ら

、

吉

備

真

備

も

「

未
レ

息

」

と

い

う

状

態

に

あ

る

広

嗣

の

「

逆

魂

」

に

よ

っ

て

筑

前

守

に

「

左

降

」

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。 

 

広

嗣

に

つ

い

て

柴

田

博

子

氏

は

「

天

皇

・

皇

族

を

直

接

的

に

お

び

や

か

し

て

は

お

ら

ず

、

自

然

災

害

と

も

関

連

し

て

い

な

い

」

と

評

価

し

た

5
8

。

第

一

章

で

設

定

し

た

皇

族

の

病

と

い

う

条

件

か

ら

も

外

れ

る

。

し

か

し

、

個

人

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

こ

と

が

明

確

で

あ

る

点

は

皇

族

と

い

う

限

ら

れ

た

範

囲

に

影

響

し

た
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早

良

親

王

と

近

く

、

重

要

と

考

え

ら

れ

る

。 

続

い

て

広

嗣

へ

の

対

応

に

つ

い

て

考

え

る

。

ま

ず

、

佐

賀

県

に

あ

る

鏡

神

社

の

由

緒

を

伝

え

る

、
『

群

書

類

従

』

第

二

輯

『

松

浦

廟

宮

先

祖

次

第

并

本

縁

起

』

を

参

照

し

た

い

。

こ

の

史

料

は

鎌

倉

時

代

成

立

と

も

言

わ

れ

る

5
9

が

、

そ

の

祖

と

言

え

る

も

の

は

十

世

紀

末

か

ら

十

二

世

紀

初

頭

ご

ろ

成

立

し

た

と

考

え

ら

れ

て

お

り

、

玄

昉

と

道

鏡

の

混

同

な

ど

が

見

ら

れ

る

為

、

記

述

の

真

贋

に

つ

い

て

も

評

価

が

分

か

れ

て

い

る

6
0

。

広

嗣

の

慰

撫

に

関

連

す

る

部

分

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

（

前

略

）

於
レ

斯

勅

使

真

吉

備

朝

臣

以
二

天

平

十

七

年
一

造-

二

立

廟

殿

二

宇
一

。

奉
レ

令
レ

鎮-

三

坐

両

所

廟

。

以
二

即

建

立

神

宮

知

識

無

怨

寺
一

奉
レ

安-

二

置

仏

経
一

。

以
二

彼

廿

口

僧
一

定-

二

置

祈

願

住

寺

僧
一

。

以
二

持

夫

六

十

人
一

分-

二

置

宮

寺

雑

掌

人 
御

墓

守

三

十

人

。

 

寺

家

雑

役

三

十

人

。（

後

略

） 

勅

使

吉

備

真

備

に

よ

っ

て

廟

堂

二

宇

が

置

か

れ

、

こ

れ

が

神

宮

知

識

無

怨

寺

に

な

っ

た

と

す

る

記

述

で
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あ

る

。

長

洋

一

氏

、

山

田

雄

司

氏

は

こ

れ

を

藤

原

広

嗣

へ

の

対

応

と

指

摘

し

た

6
1

。
『

松

浦

廟

宮

縁

起

并

先

祖

次

第

』

の

記

述

に

は

鵜

呑

み

に

で

き

な

い

部

分

も

あ

る

が

、

天

平

十

七

年

に

造

寺

が

あ

っ

た

と

す

れ

ば

そ

れ

は

広

嗣

へ

の

対

応

の

可

能

性

が

あ

る

。

仏

教

的

対

応

と

言

え

よ

う

。

ま

た

寺

名

か

ら

「

知

識

」

の

活

動

が

推

測

さ

れ

る

た

め

、

松

浦

郡

の

民

衆

と

の

関

連

も

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

墓

に

関

連

す

る

対

応

は

見

ら

れ

な

い

。

ま

た

、

名

誉

回

復

も

行

わ

れ

て

い

な

い

。

そ

こ

で

こ

の

造

寺

に

つ

い

て

は

民

間

の

知

識

の

活

動

が

後

述

す

る

橘

奈

良

麻

呂

の

例

の

よ

う

に

「

郷

邑

を

擾

乱

」

す

る

こ

と

に

な

ら

な

い

よ

う

、

正

式

の

僧

を

揃

え

て

知

識

を

教

導

で

き

る

よ

う

に

計

っ

た

と

い

う

柴

田

博

子

氏

の

理

解

に

従

い

た

い

6
2

。 

個

人

霊

が

明

確

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

早

い

例

と

し

て

認

め

ら

れ

る

が

、

本

稿

で

は

「

怨

霊

」

と

は

み

な

さ

な

い

。 
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第

三

節 

橘
奈

良

麻
呂 

 

橘

奈

良

麻

呂

は

橘

諸

兄

の

子

で

、

天

平

勝

宝

九

年

に

い

わ

ゆ

る

橘

奈

良

麻

呂

の

乱

を

起

こ

し

関

係

者

と

と

も

に

処

罰

さ

れ

た

6
3

。 

 

ま

ず

、

橘

奈

良

麻

呂

は

反

乱

を

起

こ

し

て

お

り

、

長

屋

王

の

よ

う

に

の

ち

に

冤

罪

で

あ

っ

た

こ

と

を

示

す

記

事

も

確

認

で

き

な

い

。

そ

の

た

め

冤

罪

で

あ

る

と

は

言

え

な

い

。

広

嗣

と

同

様

、

本

人

に

と

っ

て

不

本

意

な

死

で

あ

っ

た

可

能

性

は

考

え

ら

れ

る

。 

 

次

に

、

橘

奈

良

麻

呂

が

影

響

し

た

と

考

え

ら

れ

る

出

来

事

を

検

討

す

る

。
【

表

１

】

で

は

№

5

・

6

に

あ

た

る

。
『

続

日

本

紀

』

天

平

宝

字

元

年

（

七

五

七

）

七

月

八

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

勅

曰

。

比

者

、

頑

奴

潜

図
二

反

逆
一

。

皇

天

不
レ

遠

。

羅

令
レ

伏
レ

誅

。

民

間

或

有
下

仮

託
二

亡

魂
一

、

浮

言

紛

紜

、

擾-

二

乱

郷

邑
一

者
上

。

不
レ

論
二

軽

重
一

。

皆

与

同

罪

。

普

告
二

遐

迩
一

宜
レ

絶
二

妖

源
一

。 



 55 

 

橘

奈

良

麻

呂

の

乱

の

後

に

「

亡

魂

」

に

仮

託

し

て

「

浮

言

」

が

入

り

乱

れ

、

郷

邑

を

擾

乱

さ

せ

る

こ

と

を

禁

止

す

る

詔

で

あ

る

。

橘

奈

良

麻

呂

の

乱

と

関

係

者

の

処

罰

の

直

後

に

出

さ

れ

た

詔

で

あ

り

、
「

亡

魂

」

そ

の

も

の

へ

の

対

応

で

は

な

い

6
4

。

そ

し

て

、

奈

良

麻

呂

と

結

び

付

け

ら

れ

た

事

象

を

示

す

史

料

は

他

に

見

つ

か

ら

な

か

っ

た

。 

 

で

は

橘

奈

良

麻

呂

へ

の

対

応

を

確

認

す

る

。

承

和

十

年

、

十

四

年

に

贈

位

が

行

わ

れ

て

い

る

。

ま

ず

『

続

日

本

後

紀

』

承

和

十

年

（

八

四

三

）

八

月

十

五

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

是

日

。

詔

曰

。

无

位

橘

朝

臣

奈

良

麻

呂

。

倚

伏

難
レ

測

。

既

扃
二

夜

台
一

。

悼
二

福

禄

之

不
一

レ

長

。 

悲
二

忠

貞

之

未
一

レ

遂

。

宜
下

寛
二

□

典
一

。

式

賁
中

幽

墳
上

。

可
二

贈

従

三

位
一

。 

 

橘

奈

良

麻

呂

に

従

三

位

を

贈

位

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

ま

た

、
『

続

日

本

後

紀

』

承

和

十

四

年

（

八

四

七

）

十

月

五

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 
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丁

酉

。

詔

。

贈

大

納

言

従

三

位

橘

朝

臣

奈

良

麿

。

更

贈
二

太

政

大

臣

正

一

位
一

。

崇
二

帝

戚
一

也

。 

 

承

和

十

年

に

引

き

続

き

太

政

大

臣

正

一

位

を

贈

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

こ

の

贈

位

の

目

的

は

「

崇
二

帝

戚
一

也

」

と

あ

る

。

こ

の

時

、

橘

奈

良

麻

呂

の

孫

に

あ

た

る

橘

嘉

智

子

が

太

皇

太

后

と

し

て

権

力

を

持

っ

て

い

た

。

こ

の

こ

と

か

ら

橘

嘉

智

子

の

血

縁

者

で

あ

る

奈

良

麻

呂

の

地

位

を

回

復

さ

せ

よ

う

と

し

た

こ

と

が

伺

え

る

。

名

誉

回

復

で

は

あ

る

が

、
「

怨

霊

」

を

契

機

と

す

る

贈

位

と

は

読

み

取

れ

な

い

。 

 

不

本

意

な

死

だ

っ

た

可

能

性

は

あ

る

が

、

皇

族

の

病

を

引

き

起

こ

し

た

と

は

考

え

ら

れ

て

お

ら

ず

、

墓

へ

の

対

応

も

見

ら

れ

な

い

。

確

か

に

贈

位

に

よ

る

名

誉

回

復

は

行

わ

れ

た

。

し

か

し

こ

れ

も

「

怨

霊

」

慰

撫

が

目

的

で

は

な

く

、

橘

奈

良

麻

呂

が

当

時

の

太

皇

太

后

橘

嘉

智

子

の

祖

父

に

あ

た

る

血

縁

だ

っ

た

こ

と

に

起

因

す

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

以

上

の

検

討

か

ら

、

本

稿

で

は

橘

奈

良

麻

呂

を

「

怨

霊

」

と

判

定

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。 
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第

四

節 

淳
仁

廃

帝 

 

淳

仁

廃

帝

は

孝

謙

天

皇

の

譲

位

に

よ

り

天

平

宝

字

二

年

に

即

位

し

た

6
5

。

し

か

し

そ

の

後

道

鏡

を

寵

愛

す

る

孝

謙

上

皇

と

「

隙

有

り

」

と

い

う

仲

違

い

の

状

況

と

な

り

6
6

翌

月

に

は

淳

仁

天

皇

と

孝

謙

太

上

天

皇

の

政

権

分

担

を

明

ら

か

に

す

る

勅

が

出

さ

れ

た

6
7

。

そ

し

て

天

平

宝

字

八

年

九

月

に

は

恵

美

押

勝

の

乱

が

起

こ

る

6
8

。

そ

の

後

孝

謙

上

皇

に

礼

を

欠

い

た

こ

と

、

恵

美

押

勝

の

謀

反

に

関

与

し

た

こ

と

を

理

由

に

淳

仁

天

皇

を

廃

し

親

王

と

し

て

、

淡

路

国

の

公

に

退

け

る

詔

が

出

さ

れ

る

。

こ

れ

に

よ

り

淳

仁

天

皇

は

母

当

麻

山

背

と

と

も

に

淡

路

国

で

幽

閉

さ

れ

た

6
9

。

そ

の

後

逃

亡

を

図

り

、

捕

え

ら

れ

た

翌

日

の

天

平

神

護

元

年

十

月

二

十

二

日

に

死

亡

し

た

7
0

。 

 

淳

仁

廃

帝

は

一

度

即

位

し

た

も

の

の

、

謀

反

へ

の

関

与

を

理

由

に

天

皇

を

廃

さ

れ

た

。

そ

の

後

も

幽

閉
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先

で

逃

亡

を

図

る

な

ど

、

自

分

の

置

か

れ

た

状

況

か

ら

逃

れ

よ

う

と

す

る

様

子

が

読

み

取

れ

る

。

天

皇

を

廃

さ

れ

、

幽

閉

さ

れ

た

ま

ま

死

亡

し

た

こ

と

は

不

本

意

な

死

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

 

淳

仁

廃

帝

は

【

表

１

】

の

№

7

・

8

に

整

理

し

た

。

先

行

研

究

で

は

、

宝

亀

三

年

の

異

常

風

雨

、

宝

亀

九

年

の

山

部

皇

太

子

の

病

と

淳

仁

廃

帝

が

関

連

づ

け

ら

れ

て

い

る

と

の

指

摘

が

あ

る

7
1

。

前

者

に

関

し

て

は

宝

亀

三

年

八

月

六

日

条

で

伊

勢

月

読

神

の

祟

り

と

も

判

断

さ

れ

て

い

る

7
2

。

一

方

宝

亀

九

年

の

皇

太

子

の

病

7
3

は

「

怨

霊

」

が

皇

族

の

病

を

引

き

起

こ

す

と

考

え

ら

れ

た

点

に

当

て

は

ま

る

。 

 

淳

仁

廃

帝

に

は

二

度

の

対

応

が

行

わ

れ

た

。

ま

ず

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

三

年

（

七

七

二

）

八

月

十

八

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

遣
二

従

五

位

下

三

方

王

・

外

従

五

位

下

土

師

宿

禰

和

麻

呂

及

六

位

已

下

三

人
一

、

改-

二

葬

廃

帝 

於

淡

路
一

、

乃

屈
二

当

界

衆

僧

六

十

口
一

、

設

斎

行

道

、

又

度
下

当

処

年

少

稍

有
二

浄

行
一

者

二

人
上

、
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常

廬
二

墓

側

、

令
レ

修
二

功

徳
一

、 

 

廃

帝

を

淡

路

に

改

葬

し

、

淡

路

国

の

衆

僧

六

十

口

を

招

い

て

設

斎

行

道

を

行

う

。

ま

た

、

淡

路

国

の

若

く

浄

行

あ

る

者

二

人

を

常

に

墓

の

そ

ば

に

居

さ

せ

て

、

読

経

な

ど

を

行

わ

せ

る

と

い

う

対

応

で

あ

る

。

改

葬

は

墓

の

整

備

と

言

え

る

。

そ

の

ほ

か

は

仏

教

的

対

応

が

主

と

な

っ

て

い

る

が

、

い

ず

れ

も

墓

に

向

け

て

行

わ

れ

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

二

つ

目

の

対

応

は

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

九

年

（

七

七

八

）

三

月

二

十

二

日

条

に

あ

る

。 

己

巳

、

勅

、

淡

路

親

王

墓

宜
下

称
二

山

陵
一

、

其

先

妣

当

麻

氏

墓

称
中

御

墓
上

。

充
二

随

近

百

姓

一

戸
一

守

之

。 

 

淳

仁

廃

帝

の

墓

を

山

陵

と

し

、

そ

の

母

当

麻

氏

の

墓

は

御

墓

と

し

た

。

そ

し

て

近

く

の

百

姓

一

戸

を

墓

守

の

た

め

に

充

て

て

い

る

。

墓

を

山

陵

と

す

る

こ

と

は

早

良

親

王

と

同

様

に

淳

仁

廃

帝

を

先

帝

扱

い

す

る
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こ

と

で

あ

り

、

名

誉

回

復

と

言

え

る

。

た

だ

、

墓

は

格

上

げ

さ

れ

た

も

の

の

地

位

自

体

は

復

さ

れ

て

い

な

い

。

ま

た

百

姓

一

戸

を

当

て

た

こ

と

は

墓

の

整

備

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

 

淳

仁

廃

帝

は

不

本

意

な

死

を

遂

げ

、

宝

亀

九

年

に

は

皇

太

子

の

病

と

関

連

づ

け

ら

れ

た

可

能

性

が

あ

る

。

ま

た

対

応

は

墓

と

関

連

が

深

い

。

さ

ら

に

、

仏

教

的

な

対

応

も

す

で

に

見

ら

れ

る

。

名

誉

回

復

も

部

分

的

に

で

は

あ

る

が

行

わ

れ

た

。

以

上

の

こ

と

か

ら

淳

仁

廃

帝

は

宝

亀

年

間

に

「

怨

霊

」

と

認

識

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

第

五

節 

井
上

内

親

王 

 

井

上

内

親

王

は

光

仁

天

皇

の

皇

后

で

あ

り

、

そ

の

子

他

戸

親

王

は

皇

太

子

で

あ

っ

た

。

し

か

し

宝

亀

三

年

に

井

上

内

親

王

が

光

仁

天

皇

を

呪

詛

し

た

と

疑

わ

れ

廃

后

と

な

る

7
4

。

そ

の

後

井

上

内

親

王

を

母

に

持



 61 

つ

他

戸

親

王

も

皇

太

子

に

相

応

し

く

な

い

と

し

て

廃

太

子

さ

れ

た

。

こ

の

時

他

戸

親

王

は

庶

人

と

な

っ

て

い

る

7
5

。

井

上

内

親

王

は

さ

ら

に

難

波

内

親

王

へ

の

呪

詛

も

疑

わ

れ

、

他

戸

親

王

と

共

に

幽

閉

さ

れ

た

。

7
6

そ

し

て

宝

亀

六

年

、

二

人

は

同

じ

日

に

死

亡

し

た

7
7

。 

 

井

上

内

親

王

の

巫

蠱

事

件

に

は

山

部

親

王

を

擁

立

し

よ

う

と

し

た

藤

原

百

川

ら

が

関

与

し

た

説

が

あ

る

7
8

。

他

戸

親

王

本

人

の

非

は

確

認

で

き

ず

、

天

皇

を

呪

詛

し

た

者

の

子

で

あ

る

こ

と

を

理

由

に

廃

太

子

と

な

っ

た

。

母

子

が

同

日

に

死

亡

し

た

こ

と

か

ら

、

外

部

に

よ

る

意

図

的

な

も

の

だ

っ

た

こ

と

も

想

定

さ

れ

る

。

井

上

内

親

王

、

他

戸

親

王

は

不

本

意

な

死

を

遂

げ

た

と

言

え

よ

う

。 

井

上

内

親

王

の

影

響

と

対

応

は

【

表

１

・

２

】

の

№

9

〜

1 5

に

示

し

た

。

柴

田

博

子

氏

は

宝

亀

八

年

の

光

仁

天

皇

と

山

部

皇

太

子

の

病

が

関

連

づ

け

ら

れ

た

と

指

摘

す

る

7
9

。

こ

れ

は

「

怨

霊

」

が

及

ぼ

す

影

響

で

あ

る

皇

族

の

病

と

一

致

す

る

。

次

の

対

応

は

延

暦

十

九

年

で

、

早

良

親

王

へ

の

対

応

が

記

さ

れ

た



 62 

【

史

料

⑤

】

か

ら

【

史

料

⑦

】

に

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

も

同

時

に

記

録

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

こ

れ

に

つ

い

て

は

第

一

章

で

確

認

し

た

よ

う

に

契

機

が

わ

か

っ

て

い

な

い

。

鎮

謝

を

受

け

て

い

る

の

は

早

良

親

王

の

み

で

あ

る

た

め

、

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

が

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

を

引

き

起

こ

し

た

と

も

考

え

ら

れ

る

。 ま

ず

光

仁

天

皇

と

山

部

皇

太

子

の

病

を

う

け

た

対

応

は

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

八

年

（

七

七

七

）

十

二

月

二

十

八

日

条

か

ら

わ

か

る

。 

改-

二

葬

井

上

内

親

王
一

。

其

墳

称
二

御

墓
一

。

置
二

守

冢

一

烟
一

。 

井

上

内

親

王

を

改

葬

し

、

そ

の

墓

を

「

御

墓

」

と

し

て

守

冢

一

烟

を

置

く

対

応

で

あ

る

。
「

御

墓

」

へ

の

改

称

は

名

誉

回

復

、

守

冢

の

設

置

は

墓

の

整

備

と

言

え

る

。

そ

し

て

『

続

日

本

紀

』

延

暦

九

年

（

七

九

〇

）

正

月

二

十

日

に

は

「

丁

卯

、

遣
二

従

四

位

下

壱

志

濃

王

・

石

川

朝

臣

垣

守

等
一

、

改-

二

葬

故

二

品

井
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上

内

親

王
一

。
」

と

あ

り

、

宝

亀

八

年

の

改

葬

命

令

を

実

行

し

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。 

次

に

延

暦

十

九

年

の

対

応

を

確

認

す

る

。

ま

ず

【

史

料

⑤

】
『

日

本

紀

略

』

延

暦

十

九

年

（

八

〇

〇

）

七

月

二

十

三

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

に

は

、

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

【

史

料

⑤

】 

己

未

、

詔

曰

、

朕

有
レ

所
レ

思

、

宜
下

故

皇

太

子

早

良

親

王

、

追-

二

称

崇

道

天

皇
一

、

故

廃

皇

后

井

上

内

親

王

、

追

復

称
二

皇

后
一

、

其

墓

竝

称
中

山

陵
上

、
（

後

略

） 

井

上

内

親

王

を

皇

后

に

追

復

し

、

墓

は

山

陵

と

さ

れ

た

。

名

誉

回

復

と

言

え

る

。 

こ

の

三

日

後

の

【

史

料

⑥

】

に

は

「
（

前

略

）

大

和

国

宇

智

郡

一

烟

、

奉
レ

守
二

皇

后

陵
一

、
」

と

あ

り

、

山

陵

を

警

護

す

る

戸

を

設

置

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。

墓

の

整

備

と

言

え

よ

う

。

そ

し

て

、

二

日

後

の

【

史

料

⑦

】

後

半

に

は

「
（

前

略

）

遣
二

散

位

従

五

位

下

葛

井

王

等
一

、

以
二

復

位

事
一

、

告
二

宇

皇

后

陵
一

。
」
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と

あ

り

、

早

良

親

王

と

同

様

に

復

位

を

告

げ

ら

れ

て

い

る

。 

 

次

に

対

応

と

考

え

ら

れ

る

の

は

『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

（

八

〇

五

）

二

月

六

日

条

で

あ

る

。 
丙

午

、

令
下

僧

一

百

五

十

人

、

於
二

宮

中

及

春

宮

坊

等
一

、

読
中

大

般

若

経
上

、

造
二

一

小

倉

於 

霊

安

寺
一

、

納
二

稲

卅

束
一

、

又

別

収
二

調

綿

百

五

十

斤

・

庸

綿

百

五

十

斤
一

、

慰
二

神

霊

之

怨

魂
一

也

、 

 

こ

の

記

事

は

早

良

親

王

へ

の

対

応

と

も

考

え

ら

れ

て

い

る

8
0

。

確

か

に

読

経

の

場

所

に

東

宮

坊

が

含

ま

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

の

対

応

が

【

史

料

④

】
、
【

史

料

⑤

】

と

同

様

に

皇

太

子

と

関

連

し

て

い

る

と

も

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

延

暦

二

十

四

年

は

桓

武

天

皇

の

病

で

早

良

親

王

へ

の

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

時

期

で

も

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

右

の

史

料

が

早

良

親

王

へ

の

対

応

と

言

え

る

要

素

は

あ

る

。 

し

か

し

、

霊

安

寺

と

い

う

地

名

は

井

上

内

親

王

の

陵

が

あ

る

現

在

の

奈

良

県

五

條

市

に

残

っ

て

お

り

、

霊

安

寺

跡

と

さ

れ

る

場

所

に

は

井

上

内

親

王

ら

を

ま

つ

る

御

霊

神

社

が

あ

る

8
1

。

ま

た

、

右

の

史

料

の

二
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ヶ

月

後

の

同

年

四

月

、

早

良

親

王

の

た

め

に

稲

を

納

め

る

小

倉

が

諸

国

に

設

置

さ

れ

る

こ

と

を

【

史

料

⑨

】

で

確

認

し

た

。

短

期

間

に

小

倉

が

二

種

類

置

か

れ

る

と

は

考

え

に

く

い

。

小

倉

設

置

の

対

象

が

霊

安

寺

か

ら

諸

国

に

拡

大

し

た

と

考

え

る

こ

と

も

で

き

る

。

し

か

し

、

史

料

上

の

呼

称

に

つ

い

て

も

指

摘

し

た

い

。

早

良

親

王

へ

の

対

応

は

追

称

後

の

「

崇

道

天

皇

」

の

名

と

と

も

に

記

録

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

。

し

か

し

、

右

の

記

事

で

「

神

霊

の

怨

魂

」

と

い

う

呼

称

で

あ

る

。

こ

の

記

事

だ

け

呼

称

が

異

な

り

、

名

前

が

出

て

こ

な

い

こ

と

は

不

自

然

だ

ろ

う

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、

本

稿

で

は

霊

安

寺

と

は

井

上

内

親

王

ら

の

た

め

に

設

け

ら

れ

た

寺

と

す

る

。 

読

経

の

上

、

稲

や

調

庸

綿

を

納

め

る

小

倉

を

設

置

し

た

。

こ

れ

は

墓

と

関

与

し

な

い

仏

教

的

な

対

応

で

あ

り

、

早

良

親

王

以

前

の

「

怨

霊

」

に

は

な

い

は

ず

の

要

素

と

な

る

。

し

か

し

、

早

良

親

王

に

墓

と

関

連

し

な

い

対

応

が

本

格

的

に

行

わ

れ

始

め

た

の

も

同

じ

延

暦

二

十

四

年

で

あ

る

。

早

良

親

王

へ

の

対

応

の

変
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化

に

連

動

し

て

、

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

も

変

化

し

た

と

言

え

る

。

ま

た

井

上

内

親

王

の

た

め

の

小

倉

の

設

置

は

寺

に

限

っ

た

設

置

で

あ

り

、

神

へ

の

幣

帛

と

同

様

の

意

味

と

考

え

ら

れ

る

8
2

。 

井

上

内

親

王

の

死

に

は

政

治

的

な

意

図

が

あ

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

、

不

本

意

な

死

と

想

定

で

き

る

。

ま

た

対

応

の

契

機

に

は

皇

族

の

病

が

含

ま

れ

て

お

り

、

対

応

も

早

良

親

王

以

前

の

「

怨

霊

」

と

し

て

ふ

さ

わ

し

い

。

早

良

親

王

へ

の

対

応

の

変

化

に

連

動

し

て

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

も

変

化

し

て

い

る

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、

井

上

内

親

王

は

「

怨

霊

」

と

判

定

で

き

る

。 

ま

た

、

弘

仁

元

年

に

な

る

と

、

井

上

内

親

王

の

陵

墓

に

対

し

て

読

経

が

行

わ

れ

た

り

8
3

、

弘

仁

十

年

に

は

伊

勢

神

宮

と

と

も

に

祈

雨

の

た

め

の

奉

幣

が

行

わ

れ

た

り

8
4

し

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

対

処

は

「

怨

霊

」

と

す

る

条

件

に

当

て

は

ま

ら

な

い

部

分

も

あ

る

よ

う

に

見

え

る

。

し

か

し

井

上

内

親

王

へ

の

延

暦

二

十

四

年

ま

で

の

対

応

と

は

、

時

期

を

隔

て

て

い

る

。

さ

ら

に

弘

仁

年

間

以

降

、

藤

原

乙

牟

漏

陵

な

ど

に

同

様

の
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対

処

が

行

わ

れ

て

い

る

8
5

。

こ

れ

ら

は

「

山

陵

の

タ

タ

リ

」

へ

の

対

処

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

西

山

良

平

氏

に

よ

る

と

、
「

山

陵

の

タ

タ

リ

は

怨

霊

の

タ

タ

リ

に

触

発

さ

れ

た

」

と

い

う

8
6

。

そ

の

た

め

、

井

上

内

親

王

に

対

す

る

弘

仁

年

間

以

降

の

陵

前

読

経

や

奉

幣

は

、
「

怨

霊

」

と

関

連

し

な

い

訳

で

は

な

い

。

し

か

し

「

怨

霊

」

へ

の

対

処

と

い

う

よ

り

、

怨

霊

の

タ

タ

リ

が

影

響

し

た

「

山

陵

の

タ

タ

リ

」

へ

の

対

処

と

考

え

ら

れ

る

。 

こ

こ

ま

で

井

上

内

親

王

を

中

心

に

考

え

て

き

た

。

共

に

死

亡

し

た

他

戸

親

王

に

つ

い

て

も

考

え

る

。

他

戸

親

王

の

影

響

が

考

え

ら

れ

る

記

事

と

し

て

、
『

続

日

本

紀

』

宝

亀

十

年

（

七

七

九

）

六

月

二

十

三

日

条

が

あ

る

。

周

防

国

で

他

戸

親

王

を

騙

っ

て

い

た

者

に

関

す

る

記

事

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

地

方

で

死

者

に

つ

い

て

語

る

者

が

現

れ

る

こ

と

は

こ

れ

ま

で

の

検

討

で

も

確

認

さ

れ

て

い

る

8
7

。

し

か

し

他

戸

親

王

の

「

怨

霊

」

が

活

動

し

た

形

跡

は

他

に

な

い

。

他

戸

親

王

に

対

応

を

行

っ

た

記

事

も

確

認

で

き

な

い

。

地

位
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は

庶

人

の

ま

ま

で

、

む

し

ろ

暴

虐

で

あ

っ

た

と

貶

め

る

記

述

が

残

っ

て

い

る

8
8

。

井

上

内

親

王

が

第

一

章

で

設

定

し

た

条

件

に

該

当

す

る

一

方

で

、

同

じ

状

況

下

で

死

亡

し

た

他

戸

親

王

が

「

怨

霊

」

で

あ

っ

た

形

跡

は

見

ら

れ

な

い

の

で

あ

る

。

先

行

研

究

で

も

「

怨

霊

」

に

つ

い

て

述

べ

る

際

井

上

内

親

王

の

み

を

論

じ

る

こ

と

も

少

な

く

な

い

。

小

林

茂

文

氏

も

、

他

戸

親

王

は

「

怨

霊

」

と

認

識

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

と

述

べ

て

お

り

8
9

、

妥

当

で

あ

ろ

う

。

他

戸

親

王

が

井

上

内

親

王

と

同

様

に

対

処

さ

れ

な

か

っ

た

意

味

に

つ

い

て

は

第

四

章

で

詳

し

く

検

討

し

た

い.
 

 小

括 

 

第

二

章

で

は

早

良

親

王

以

前

に

怨

霊

と

考

え

ら

れ

て

い

る

人

物

に

つ

い

て

検

討

し

た

。

そ

の

結

果

、

本

稿

で

「

怨

霊

」

と

判

断

で

き

る

の

は

淳

仁

廃

帝

、

井

上

内

親

王

だ

っ

た

。

淳

仁

廃

帝

に

は

す

で

に

仏

教

的
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な

対

応

が

見

ら

れ

る

。

ま

た

、

母

で

あ

る

当

麻

氏

に

も

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

も

淳

仁

廃

帝

の

「

怨

霊

」

の

特

徴

と

言

え

よ

う

。

そ

し

て

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

は

、

早

良

親

王

へ

の

対

応

が

墓

を

中

心

と

し

た

も

の

か

ら

、

墓

と

関

連

が

薄

く

、

よ

り

仏

教

的

な

も

の

に

変

わ

る

延

暦

二

十

四

年

に

同

様

に

変

化

し

て

い

る

。

し

か

し

、

と

も

に

幽

閉

さ

れ

死

亡

し

た

他

戸

親

王

へ

の

対

応

は

確

認

で

き

な

か

っ

た

。
「

怨

霊

」

と

は

判

定

し

な

か

っ

た

長

屋

王

や

藤

原

広

嗣

、

橘

奈

良

麻

呂

に

つ

い

て

も

、

先

行

研

究

で

も

指

摘

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

そ

れ

ぞ

れ

が

死

亡

し

た

時

期

に

「

亡

魂

」

や

「

死

魂

」

を

語

る

民

間

の

者

は

す

で

に

存

在

し

て

い

た

。 
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第
三
章 

早
良
親
王
以
後
の
「
怨
霊
」 

次

に

、

早

良

親

王

と

と

も

に

貞

観

五

年

の

神

泉

苑

御

霊

会

で

祀

ら

れ

た

五

組

の

「

御

霊

」

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

御

霊

会

と

は

何

か

。

ま

ず

御

霊

会

の

初

見

記

事

で

あ

る

『

日

本

三

代

実

録

』

貞

観

五

年

（

八

六

三

）

五

月

二

十

日

条

で

は

次

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

る

。 

廿

日

壬

午

。

於
二

神

泉

苑
一

修
二

御

霊

会
一

。

勅

遣
下

二

左

近

衛

中

将

従

四

位

下

藤

原

朝

臣

基

経

。

右

近

衛

権

中

将

従

四

位

下

兼

行

内

蔵

頭

藤

原

朝

臣

常

行

等
一

。

監
中

会

事
上

。

王

公

卿

士

赴

集

共

観

。

霊

座

六

前

設-

二

施

几

筵
一

。

盛-

二

陳

花

果
一

。

恭

敬

薫

修

。

延
二

律

師

慧

達
一

為
二

講

師
一

。

演-

二

説

金

光

明

経

一

部

。

般

若

心

経

六

巻
一

。

命
二

雅

楽

寮

伶

人
一

作
レ

楽

。

以
二 

帝

近

侍

児

童

及

良

家

稚

子
一

 

為
二

舞

人
一

。

大

唐

高

麗

更

出

而

舞

。

雑

伎

散

楽

競

尽
二

其

能
一

。

此

日

宣

旨

。

開
二

苑

四

門
一

。

聴
二

都

邑

人

出

入

縦

観
一

。

所

謂

御

霊

者

。

崇

道

天

皇

。

伊

予

親

王

。

藤

原

夫

人

。

及

観

察

使

。

橘

逸

勢

。
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文

室

宮

田

麻

呂

等

是

也

。

並

坐
レ

事

被
レ

誅

。

冤

魂

成
レ

厲

。

近

代

以

來

。

疫

病

繁

発

。

死

亡

甚

衆

。

天

下

以

為

。

此

災

。

御

霊

之

所
レ

生

也

。

始
レ

自
二

京

畿
一

。

爰

及
二

外

国
一

。

毎
レ

至
二

夏

天

秋

節
一

。

修
二

御

霊

会
一

。

往

々

不
レ

断

。

或

礼
レ

仏

説
レ

経

。

或

歌

且

舞

。

令
下

二

童

貫

之

子
一

靚

粧

馳

射

。

膂

力

之

士

袒

裼

相

撲

。

騎

射

呈
レ

芸

。

走

馬

争
レ

勝

。

倡

優

嫚

戲

。

逓

相

誇

競
上

。

聚

而

観

者 

莫
レ

不
二

填

咽
一

。

遐

迩

因

循

。

漸

成
二

風

俗
一

。

今

茲

春

初

咳

逆

成
レ

疫

。

百

姓

多

斃

。

朝

廷

為

祈

。

至
レ

是

乃

修
二

此

会
一

。

以

賽
二

宿

祷

也
一

。 

崇

道

天

皇

を

筆

頭

に

、

伊

予

親

王

、

藤

原

夫

人

、

観

察

使

、

橘

逸

勢

、

文

室

宮

田

麻

呂

ら

の

「

冤

魂

」

が

疫

病

を

起

こ

し

て

お

り

、

御

霊

会

は

そ

れ

を

鎮

め

る

こ

と

で

疫

病

を

鎮

静

す

る

こ

と

が

目

的

と

記

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

御

霊

会

は

も

と

も

と

貞

観

五

年

以

前

か

ら

諸

国

、

そ

し

て

民

間

で

行

わ

れ

て

い

た

も

の

で

あ

る

9
0

。

こ

れ

は

右

の

史

料

の

「

始
レ

自
二

京

畿
一

。

爰

及
二

外

国
一

。
」

と

い

う

記

述

か

ら

も

わ

か

る

。 
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そ

し

て

、

こ

れ

ま

で

御

霊

会

と

怨

霊

は

関

連

す

る

も

の

と

見

ら

れ

て

き

た

。

そ

こ

で

「

怨

霊

」

と

御

霊

・

御

霊

会

の

関

係

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

、

第

三

章

で

は

貞

観

五

年

御

霊

会

で

挙

げ

ら

れ

た

人

物

を

対

象

と

し

て

検

討

を

進

め

る

。 

 

第

一

節 

伊

予

親
王

・
藤

原

夫
人 

 

ま

ず

、

崇

道

天

皇

の

次

に

名

前

が

上

が

っ

て

い

る

伊

予

親

王

と

藤

原

夫

人

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

伊

予

親

王

は

桓

武

天

皇

の

皇

子

で

あ

る

。

ま

た

藤

原

夫

人

は

伊

予

親

王

の

母

藤

原

吉

子

を

指

す

。

大

同

二

年

、

謀

反

の

疑

い

で

捕

え

ら

れ

た

藤

原

宗

成

が

、

首

謀

者

は

伊

予

親

王

で

あ

る

と

証

言

し

た

9
1

。

こ

れ

に

よ

り

伊

予

親

王

は

母

藤

原

吉

子

と

と

も

に

川

原

寺

に

幽

閉

さ

れ

9
2

、

二

人

は

十

一

月

十

二

日

に

毒

を

仰

ぎ

死

亡

し

た

。

こ

の

日

の

記

事

に

は

「

時

人

哀
レ

之

」

と

あ

り

、

当

時

の

人

々

が

二

人

の

死

を

憐

れ

ん

だ

こ

と

が
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わ

か

る

9
3

。

こ

う

し

た

経

緯

か

ら

伊

予

親

王

と

藤

原

吉

子

は

不

本

意

な

死

で

あ

っ

た

と

想

定

で

き

る

。 

 

で

は

、

こ

の

二

人

が

死

後

に

登

場

す

る

記

事

を

確

認

し

た

い

。
【

表

１

】

で

は

№

3 2

〜

3 6

に

あ

た

る

。

ま

ず

『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

・

三

十

四

・

百

八

十

七

大

同

五

年

（

八

一

〇

）

七

月

二

十

七

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

に

対

応

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。 

乙

丑

、

度
二

一

百

卅

人
一

、

奉-

二

為

崇

道

天

皇
一

一

百

人

、

為
二

伊

予

親

王

十

人
一

、

夫

人

藤

原

氏

廿

人

、 

 

第

一

章

で

、

早

良

親

王

へ

の

対

応

と

し

て

も

紹

介

し

た

記

事

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

の

た

め

に

合

計

百

三

十

人

が

度

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

百

三

十

人

の

う

ち

伊

予

親

王

の

た

め

に

は

十

人

、

藤

原

吉

子

の

た

め

に

は

二

十

人

が

度

さ

れ

て

い

る

。

墓

と

の

関

連

は

示

さ

れ

て

お

ら

ず

、

ま

た

仏

教

的

な

対

応

と

言

え

る

。

そ

し

て

、

嵯

峨

天

皇

の

不

予

と

結

び

付

け

ら

れ

た

可

能

性

が

あ

る

。 
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次

の

対

応

は

、
『

日

本

紀

略

』

弘

仁

十

年

（

八

一

九

）

三

月

二

十

一

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

に

あ

る

。 
己

亥

、

詔

、

朕

有
レ

所
レ

思

、

宜
レ

復
二

故

皇

子

伊

予

・

夫

人

藤

原

吉

子

等

本

位

・

号
一

、 

 

伊

予

親

王

と

藤

原

吉

子

の

本

位

・

号

を

復

し

た

記

事

で

あ

る

。
「

朕

思

う

所

有

り

」

で

始

ま

り

対

応

を

行

う

内

容

は

、

早

良

親

王

を

崇

道

天

皇

と

し

、

井

上

内

親

王

を

皇

后

に

復

し

た

【

史

料

⑤

】

と

同

様

の

構

造

に

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

は

本

人

の

名

誉

を

回

復

す

る

対

応

で

あ

る

。 

 

そ

の

後

、
『

日

本

紀

略

』

弘

仁

十

四

年

（

八

二

三

）

七

月

二

十

五

日

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

9
4

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

丁

丑

、

故

三

品

中

務

卿

伊

予

親

王

・

故

従

三

位

夫

人

藤

原

朝

臣

吉

子

、

復
二

位

号
一

。

帳

内

・

資

人

又

依
レ

法

行

之

。 
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復

位

に

伴

い

、

剥

奪

さ

れ

て

い

た

帳

内

・

資

人

も

再

度

与

え

ら

れ

て

い

る

。

何

ら

か

の

理

由

で

弘

仁

十

年

の

復

位

が

実

行

さ

れ

ず

、

嵯

峨

天

皇

が

譲

位

し

、

淳

和

天

皇

が

即

位

し

た

後

に

再

び

実

行

さ

れ

た

と

い

う

見

解

も

あ

る
9

5

。

本

稿

に

お

い

て

弘

仁

十

四

年

の

記

事

は

、

弘

仁

十

年

ま

た

は

弘

仁

十

四

年

の

復

位

号

を

受

け

、

そ

れ

に

相

当

す

る

帳

内

・

資

人

も

再

び

与

え

る

内

容

と

解

釈

を

し

て

お

き

た

い

。 

こ

の

弘

仁

十

四

年

の

対

応

に

つ

い

て

は

、

同

年

四

月

に

嵯

峨

天

皇

か

ら

淳

和

天

皇

へ

の

代

替

わ

り

が

あ

っ

た

こ

と

が

関

連

づ

け

ら

れ

て

い

る
9

6

。

淳

和

天

皇

即

位

は

四

月

で

あ

り

9
7

、

天

皇

の

病

が

起

こ

っ

た

際

の

早

良

親

王

へ

の

対

応

の

早

さ

と

比

較

す

る

と

時

期

が

少

し

離

れ

て

い

る

。

そ

の

他

、

伊

予

親

王

事

件

の

多

く

の

関

係

者

の

復

位

が

弘

仁

元

年

に

行

わ

れ

た

こ

と

に

伴

っ

た

も

の

で

あ

る

と

の

指

摘

も

あ

る

9
8

が

、

こ

れ

も

時

期

に

隔

た

り

が

あ

る

。

そ

こ

で

、

対

応

と

比

較

的

時

期

が

近

い

天

皇

の

代

替

わ

り

を

契

機

と

考

え

る

と

、

こ

れ

は

契

機

と

な

る

不

幸

が

起

こ

っ

て

か

ら

の

対

症

療

法

的

な

対

応

で

は

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。
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む

し

ろ

天

皇

家

の

平

穏

を

願

う

予

防

的

対

応

と

言

え

る

。

桓

武

天

皇

が

死

の

直

前

に

行

っ

た

対

応

と

同

様

の

意

味

を

持

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

続

い

て

、

承

和

六

年

に

は

二

つ

の

対

応

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。

ま

ず

『

続

日

本

後

紀

』

承

和

六

年

（

八

三

九

）

九

月

五

日

条

は

次

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。 
 

中

使

就
二

故

贈

二

品

伊

予

親

王

墓
一

。

詔

曰

。

早

捐
二

柘

館
一

。

長

掩
二

泉

台
一

。

悼
二

福

禄

之 

不
一

レ

融

。

悲
二

倚

伏

之

難
一

レ

測

。

雖
三

既

追
二

栄

於

前

詔
一

。

逾

欲
レ

飾
二

終

於

当

年
一

。

宜
下

贈
二

栄

班
一

。

以

賁
中

幽

窀
上

。

可
二

贈

一

品
一

。

又 

詔

曰

。

親

王

母

故

无

位

藤

原

朝

臣

吉

子

属

遇
二

轗

軻
一

。

墜-

二

失

爵

位
一

。

時

移

事

貿

。

追-
二

悼

営

魂
一

。

宜
下

贈
二

本

班
一

照
中

之

窀

穸
上

。

可
二

贈

従

三

位
一

。 

 

こ

こ

で

は

、

贈

二

品

伊

予

親

王

に

贈

一

品

を

、

無

位

藤

原

吉

子

に

贈

三

位

を

贈

っ

て

い

る

。

ま

た

、

こ
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の

時

点

で

既

に

伊

予

親

王

が

贈

二

品

と

な

っ

て

お

り

、

弘

仁

十

四

年

か

ら

承

和

六

年

の

間

に

一

度

贈

位

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

贈

位

の

目

的

は

追

悼

と

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

も

名

誉

回

復

と

見

て

良

い

だ

ろ

う

。

さ

ら

に

『

続

日

本

後

紀

』

承

和

六

年

（

八

三

九

）

十

月

七

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

乙

卯

。

贈

従

三

位

藤

原

朝

臣

吉

子

更

贈
二

従

二

位
一

。

以
レ

有
レ

祟

也

。 

「

祟

」

が

あ

っ

た

た

め

、

藤

原

吉

子

に

さ

ら

に

従

二

位

が

贈

位

さ

れ

た

と

い

う

記

事

で

あ

る

。

山

陵

を

除

く

と

、

死

者

の

「

祟

」

が

記

録

さ

れ

た

の

は

早

良

親

王

以

来

で

あ

る

。 

承

和

六

年

の

二

つ

の

対

応

の

契

機

を

考

え

た

い

。

同

年

八

月

に

嵯

峨

太

上

天

皇

不

予

の

記

事

9
9

が

見

え

る

こ

と

か

ら

、

伊

予

親

王

と

藤

原

吉

子

母

子

の

「

祟

」

が

不

予

の

原

因

と

し

て

認

識

さ

れ

た

指

摘

さ

れ

て

い

る

1
0

0

。 

伊

予

親

王

・

藤

原

吉

子

は

嵯

峨

天

皇

（

上

皇

）

の

病

と

結

び

付

け

ら

れ

た

可

能

性

が

あ

る

。

対

応

に

つ
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い

て

も

墓

と

関

連

が

薄

い

仏

教

的

対

応

、

名

誉

回

復

が

行

わ

れ

て

お

り

、

早

良

親

王

以

後

の

「

怨

霊

」

の

条

件

に

当

て

は

ま

る

。

さ

ら

に

藤

原

吉

子

は

「

祟

」

を

理

由

に

贈

位

が

行

わ

れ

て

い

る

。

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

は

「

怨

霊

」

と

判

定

し

て

良

い

だ

ろ

う

。 

 

第

二

節 

観

察

使 

 

次

に

挙

げ

ら

れ

る

の

が

、

観

察

使

で

あ

る

。

具

体

的

な

名

前

が

上

が

っ

て

お

ら

ず

、

誰

を

指

し

て

い

る

の

か

こ

れ

ま

で

多

く

の

議

論

が

な

さ

れ

て

き

た

。

主

に

指

摘

さ

れ

る

の

は

藤

原

仲

成

、

橘

逸

勢

な

ど

で

あ

る

。

し

か

し

橘

逸

勢

説

1
0

1

に

は

批

判

的

な

見

方

も

あ

る

1
0

2

。

ま

た

本

稿

で

は

、

橘

逸

勢

に

つ

い

て

は

こ

の

章

で

取

り

上

げ

て

い

る

。

そ

こ

で

、

先

行

研

究

も

踏

ま

え

て

、

観

察

使

＝

藤

原

仲

成

と

考

え

て

検

討

を

行

う

。 
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藤

原

仲

成

は

、

早

良

親

王

死

亡

の

き

っ

か

け

と

な

っ

た

藤

原

種

継

の

子

で

あ

る

。

妹

の

藤

原

薬

子

が

平

城

上

皇

か

ら

寵

愛

を

受

け

、

仲

成

も

重

用

さ

れ

た

。

し

か

し

大

同

五

年

に

平

城

上

皇

の

変

が

起

こ

る

と

、

対

立

す

る

嵯

峨

天

皇

側

に

捕

え

ら

れ

射

殺

さ

れ

た

1
0

3

。

宮

崎

浩

氏

に

よ

る

と

、

本

来

関

係

な

い

は

ず

の

伊

予

親

王

事

件

の

犯

人

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

冤

罪

に

あ

た

る

の

だ

と

い

う

1
0

4

。

ま

た

、

西

本

昌

弘

氏

は

、

仲

成

の

罪

状

は

薬

子

を

教

正

し

な

か

っ

た

こ

と

や

虚

詐

の

こ

と

で

先

帝

の

親

王

・

夫

人

を

凌

侮

し

た

こ

と

で

あ

り

、

謀

反

と

は

や

や

異

な

る

の

で

、

こ

の

罪

状

で

射

殺

さ

れ

た

の

は

厳

罰

で

あ

る

と

い

う

認

識

が

意

識

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

だ

ろ

う

と

述

べ

る

1
0

5

。 

 

そ

し

て

、

藤

原

仲

成

が

死

後

に

現

世

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

こ

と

や

、

藤

原

仲

成

自

身

に

何

ら

か

の

対

応

が

行

わ

れ

た

こ

と

を

示

す

史

料

は

貞

観

五

年

御

霊

会

の

記

事

以

外

に

は

ほ

と

ん

ど

残

っ

て

い

な

い

。

山

崎

雅

稔

氏

は

仲

成

に

対

す

る

鎮

謝

・

贈

位

に

関

連

す

る

記

事

と

し

て

天

長

十

年

六

月

、

仁

明

天

皇

不

予

の

際

、
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仲

成

の

子

ら

の

罪

を

許

し

た

こ

と

を

挙

げ

て

は

い

る

が

、

仲

成

本

人

に

対

す

る

直

接

の

鎮

謝

は

貞

観

五

年

御

霊

会

だ

け

で

あ

る

と

い

う

1
0

6

。 

天

皇

不

予

と

結

び

付

け

ら

れ

た

可

能

性

は

あ

る

が

、

対

応

に

つ

い

て

は

本

人

の

名

誉

回

復

が

行

わ

れ

て

い

な

い

。

ま

た

、

墓

が

関

与

し

な

い

仏

教

的

な

対

応

に

も

当

て

は

ま

ら

な

い

。

少

な

く

と

も

貞

観

五

年

御

霊

会

ま

で

は

「

怨

霊

」

と

認

識

さ

れ

て

は

い

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

。

本

稿

で

も

「

怨

霊

」

と

は

み

な

せ

な

い

。 

 

第

三

節 

橘

逸

勢 

 

橘

逸

勢

は

承

和

九

年

に

起

こ

っ

た

承

和

の

変

に

際

し

て

、

謀

反

人

と

し

て

捕

え

ら

れ

、

そ

の

後

伊

豆

国

へ

の

配

流

途

中

で

死

亡

し

た

1
0

7

。

山

崎

氏

は

橘

逸

勢

が

こ

の

時

橘

姓

を

奪

わ

れ

て

「

非

人

」

と

呼

ば

れ
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た

待

遇

に

つ

い

て

、

仁

明

天

皇

の

母

橘

嘉

智

子

や

そ

の

兄

橘

氏

公

の

意

図

で

あ

り

、

橘

氏

の

庶

流

を

排

除

す

る

ね

ら

い

が

あ

っ

た

と

言

う

1
0

8

。

拷

問

を

受

け

地

位

を

貶

め

ら

れ

た

上

で

死

亡

し

て

お

り

、
「

冤

魂

」

を

抱

き

う

る

不

本

意

な

死

で

あ

っ

た

と

推

察

さ

れ

る

。 

 

橘

逸

勢

に

は

い

く

つ

か

の

対

応

が

行

わ

れ

た

記

録

が

残

っ

て

い

る

。

こ

れ

ら

は

【

表

１

】

の

№

3 8

・

3 9

に

あ

た

る

。

ま

ず

、
『

日

本

文

徳

天

皇

実

録

』

嘉

祥

三

年

（

八

五

〇

）

五

月

十

五

日

条

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

追-

二

贈

流

人

橘

朝

臣

逸

勢

正

五

位

下
一

。

詔

下
二

遠

江

国
一

。

帰

葬
二

本

郷
一

。
（

後

略

） 

「

流

人

」

橘

逸

勢

に

正

五

位

下

を

追

贈

し

、

逸

勢

が

葬

ら

れ

た

遠

江

国

に

逸

勢

を

本

郷

へ

帰

葬

す

る

よ

う

命

じ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

嘉

祥

三

年

に

は

追

贈

と

改

葬

が

行

わ

れ

た

。

こ

の

対

応

の

契

機

に

は

同

月

に

没

し

た

橘

嘉

智

子

と

の

関

連

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

1
0

9

。 
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次

に

、
『

日

本

文

徳

天

皇

実

録

』

仁

寿

三

年

（

八

五

三

）

五

月

二

十

五

日

条

で

も

追

贈

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。 
加-

二

贈

正

五

位

下

橘

朝

臣

逸

勢

従

四

位

下
一

。 

 

さ

ら

に

従

四

位

下

が

追

贈

さ

れ

た

。

こ

の

対

応

は

天

皇

の

代

替

わ

り

な

ど

が

契

機

と

し

て

推

定

さ

れ

て

い

る

1
1

0

が

、

病

等

の

記

録

は

な

い

。 

 

橘

逸

勢

は

嘉

祥

三

年

に

皇

后

橘

嘉

智

子

の

死

と

の

関

連

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

墓

へ

の

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

一

方

で

仏

教

的

対

応

は

見

え

な

い

。

早

良

親

王

以

後

の

「

怨

霊

」

と

し

て

は

認

め

ら

れ

な

い

。

む

し

ろ

早

良

親

王

以

前

の

「

怨

霊

」

に

近

い

要

素

を

持

っ

て

い

る

。 
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第

四

節 

文

室

宮
田

麻
呂 

 

文

室

宮

田

麻

呂

は

承

和

十

年

十

二

月

に

謀

反

を

企

て

て

い

る

と

の

従

者

に

よ

る

密

告

が

あ

り

1
1

1

、

そ

の

後

斬

刑

と

な

る

と

こ

ろ

を

一

等

減

じ

て

伊

豆

国

に

配

流

と

な

っ

た

1
1

2

。 

文

室

宮

田

麻

呂

の

死

に

つ

い

て

は

諸

説

あ

る

が

、

い

ず

れ

も

断

定

で

き

な

い

1
1

3

。 

 

文

室

宮

田

麻

呂

が

結

び

付

け

ら

れ

た

事

象

は

史

料

に

残

っ

て

お

ら

ず

、

先

行

研

究

で

の

指

摘

も

な

い

。

ま

た

、

文

室

宮

田

麻

呂

へ

の

対

応

も

見

ら

れ

な

い

。

観

察

使

と

並

ん

で

「

怨

霊

」

の

影

響

と

対

応

が

記

録

さ

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、

文

室

宮

田

麻

呂

は

「

怨

霊

」

と

判

定

で

き

な

い

。 

 

小

括 

 

貞

観

五

年

御

霊

会

の

記

事

で

名

前

を

挙

げ

ら

れ

た

六

人

の

う

ち

、

早

良

親

王

を

除

い

て

、

本

稿

で

は

伊
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予

親

王

、

藤

原

吉

子

を

「

怨

霊

」

と

判

定

し

た

。

観

察

使

（

藤

原

仲

成

）

と

文

室

宮

田

麻

呂

の

二

名

は

本

人

へ

の

対

応

を

さ

れ

た

形

跡

が

ほ

ぼ

見

ら

れ

な

い

。

こ

れ

は

宮

崎

浩

氏

も

指

摘

す

る

通

り

で

あ

る

1
1

4

。

ま

た

、

橘

逸

勢

は

早

良

親

王

以

後

の

「

怨

霊

」

と

は

認

定

で

き

な

い

が

、

早

良

親

王

以

前

の

「

怨

霊

」

的

要

素

を

持

ち

合

わ

せ

た

人

物

で

あ

る

。 

こ

こ

ま

で

、

先

行

研

究

で

怨

霊

と

考

え

ら

れ

て

き

た

人

物

が

、

第

一

章

で

設

定

し

た

「

怨

霊

」

の

条

件

に

当

て

は

ま

る

か

判

定

し

て

き

た

。

本

稿

で

「

怨

霊

」

と

呼

べ

る

の

は

淳

仁

廃

帝

、

井

上

内

親

王

、

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

で

あ

る

。

い

ず

れ

も

不

本

意

な

死

を

遂

げ

、

皇

族

の

病

を

引

き

起

こ

し

た

と

考

え

ら

れ

た

。

こ

う

し

た

「

怨

霊

」

の

性

質

は

古

代

社

会

に

ど

の

よ

う

な

影

響

を

与

え

た

の

か

、

次

章

で

検

討

し

た

い

。 
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第
四
章
「
怨
霊
」
と
古
代
社
会 

 
本

章

で

は

、
「

怨

霊

」

と

そ

の

あ

り

方

の

変

化

が

古

代

社

会

と

ど

の

よ

う

に

関

わ

っ

て

い

た

か

を

明

ら

か

に

し

た

い

。 

そ

こ

で

、

す

で

に

触

れ

て

い

る

が

、

第

一

章

か

ら

第

三

章

の

検

討

を

【

表

１

】
、
【

表

２

】

と

し

て

整

理

し

た

。

ま

ず

【

表

１

】

で

は

各

人

物

に

つ

い

て

、

関

連

が

考

え

ら

れ

る

事

象

、

そ

の

対

象

、

対

応

、

出

典

、

そ

の

他

関

連

す

る

点

を

示

し

た

。 

そ

し

て

【

表

２

】

は

さ

ら

に

対

応

の

特

徴

を

、

墓

と

の

関

与

、

名

誉

回

復

、

宗

教

者

の

関

与

の

三

項

目

に

分

け

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

有

無

を

表

し

た

。

墓

と

の

関

与

に

つ

い

て

史

料

に

は

明

記

さ

れ

て

い

な

い

が

、

墓

を

会

場

に

行

わ

れ

た

と

推

定

で

き

る

も

の

は

「

△

」

と

し

て

い

る

。
【

表

２

】

で

は

、

№

2 1

で

墓

と

の

関

与

が

な

い

対

応

が

現

れ

、

№

2 8

〜

3 6

で

そ

の

傾

向

が

顕

著

に

な

る

こ

と

が

わ

か

る

。

ま

た

、

№

2 1

を
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最

後

に

仏

教

以

外

の

関

与

が

見

ら

れ

な

く

な

り

、

№

2 8

〜

3 1

に

な

る

と

仏

教

の

関

与

が

多

く

見

ら

れ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

れ

が

第

三

章

ま

で

に

確

認

し

た

よ

う

に

、

墓

を

中

心

と

し

た

対

応

か

ら

、

延

暦

二

十

四

年

後

半

に

見

え

る

、

墓

へ

の

関

与

が

薄

く

仏

教

的

な

対

応

へ

と

変

化

し

た

こ

と

を

示

し

て

い

る

。 

以

上

の

よ

う

に

第

一

章

か

ら

第

三

章

ま

で

で

明

ら

か

に

し

た

こ

と

か

ら

、

二

つ

の

視

点

で

古

代

社

会

に

つ

い

て

考

え

た

い

。 

ま

ず

、
「

怨

霊

」

が

影

響

を

及

ぼ

す

対

象

は

皇

族

、

特

に

天

皇

で

あ

る

。

そ

こ

で

「

怨

霊

」

の

影

響

を

受

け

る

天

皇

の

側

に

変

化

が

あ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

推

定

し

、

検

討

を

行

う

。 

次

に

、

貞

観

五

年

御

霊

会

で

名

前

を

挙

げ

ら

れ

た

人

物

の

う

ち

「

怨

霊

」

と

言

え

る

の

は

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

で

あ

っ

た

。

つ

ま

り

、

御

霊

会

に

祀

ら

れ

て

い

る

全

員

が

「

怨

霊

」

で

は

な

い

た

め

、

御

霊

＝

「

怨

霊

」

と

は

言

え

な

い

。

そ

こ

で

、
「

怨

霊

」

へ

の

対

応

の

変

化

に

注

目

し

て

「

怨

霊

」
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と

御

霊

・

御

霊

会

の

関

係

に

つ

い

て

も

考

察

す

る

。 

 第

一

節 
「

怨

霊
」

と
天

皇 

 

第

三

章

ま

で

の

検

討

に

お

い

て

、
「

怨

霊

」

と

認

定

す

る

条

件

の

一

つ

と

し

て

天

皇

を

含

む

皇

族

の

病

を

引

き

起

こ

す

と

考

え

ら

れ

た

こ

と

を

挙

げ

た

。
「

怨

霊

」

が

他

で

も

な

く

皇

族

、

特

に

天

皇

に

影

響

を

及

ぼ

す

と

さ

れ

た

こ

と

は

、

ど

の

よ

う

な

意

味

を

持

つ

の

か

。 

 

ま

ず

、
「

怨

霊

」

が

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

は

先

行

研

究

で

は

「

祟

る

」

と

表

現

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

。

そ

こ

で

「

祟

る

」

こ

と

に

つ

い

て

意

味

を

確

認

し

て

お

く

。

大

江

篤

氏

に

よ

る

と

「

祟

」

は

記

紀

で

は

神

の

祭

祀

要

求

を

示

す

言

葉

だ

っ

た

。

し

か

し

そ

れ

以

降

八

世

紀

末

ま

で

国

史

に

「

祟

」

を

記

し

た

記

事

は

見

ら

れ

ず

、

宝

亀

年

間

以

降

に

な

っ

て

「

祟

」

の

記

事

が

頻

出

し

、
「

祟

」

の

主

体

は

神

以

外

に

も

個

人
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の

霊

、

山

陵

、

神

や

霊

を

想

起

さ

せ

る

も

の

な

ど

多

様

化

し

て

い

く

と

い

う

1
1

5

。 

 

元

々

神

に

使

わ

れ

て

い

た

語

の

用

法

が

変

化

す

る

例

は

他

に

も

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

柴

田

博

子

氏

は

「

魂

」

と

い

う

語

に

つ

い

て

、

記

紀

で

は

神

の

も

の

を

指

し

て

い

た

と

述

べ

る

。

し

か

し

『

続

日

本

紀

』

に

な

る

と

死

者

、
『

日

本

後

紀

』

で

は

生

者

に

も

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

と

い

う

。

柴

田

氏

は

こ

れ

を

「
「

魂

」

観

念

の

拡

大

」

と

表

現

し

、

七

世

紀

末

ご

ろ

か

ら

「

魂

」

が

人

に

も

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

り

、

八

世

紀

半

ば

ご

ろ

ま

で

に

先

帝

・

先

功

臣

に

朝

廷

を

加

護

す

る

、

神

に

類

す

る

動

き

を

期

待

す

る

よ

う

に

な

っ

た

と

も

述

べ

て

い

る

1
1

6

。 

 

以

上

の

よ

う

に

七

世

紀

末

ご

ろ

か

ら

「

魂

」
、

そ

し

て

宝

亀

年

間

に

は

「

祟

」

な

ど

、

神

に

の

み

用

い

ら

れ

て

い

た

語

が

人

間

に

も

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

先

帝

・

先

功

臣

は

神

に

類

す

る

働

き

を

期

待

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

可

能

性

が

あ

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

神

と

人

間

が

接

近

し

て

い

る
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と

言

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

で

は

、

こ

の

時

期

の

天

皇

は

ど

の

よ

う

な

存

在

だ

っ

た

の

か

。

坂

上

康

俊

氏

に

よ

る

と

、

奈

良

時

代

の

儀

式

や

制

度

に

は

天

皇

を

神

に

類

す

る

動

き

が

見

え

、

天

皇

は

神

的

な

存

在

だ

っ

た

と

い

う

1
1

7

。 

第

一

章

で

も

、

義

江

氏

や

大

津

氏

の

論

を

取

り

上

げ

て

初

穂

の

献

上

先

と

し

て

の

神

＝

天

皇

が

存

在

し

て

い

た

こ

と

を

示

し

た

。

さ

ら

に

大

江

氏

に

よ

る

と

、

神

で

あ

る

天

皇

が

他

の

神

に

祟

ら

れ

る

こ

と

は

「

怨

霊

」

出

現

以

前

か

ら

確

認

さ

れ

て

い

る

1
1

8

。 

し

か

し

、

八

世

紀

末

に

「

祟

」

の

主

体

と

し

て

現

れ

る

「

怨

霊

」

は

死

者

、

人

間

で

あ

る

。
「

怨

霊

」

が

天

皇

に

祟

る

と

は

つ

ま

り

人

間

が

神

に

祟

る

こ

と

に

な

る

。

本

来

「

祟

」

の

主

体

と

な

る

は

ず

の

神

が

、

神

以

外

か

ら

祟

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

は

ず

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

天

皇

が

神

的

な

存

在

か

ら

、

祟

ら

れ

る

側

、

よ

り

人

間

的

な

存

在

に

な

っ

た

こ

と

を

示

し

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

先

帝

・

先

功

臣

が

神

に

近
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づ

く

一

方

、

天

皇

は

人

間

に

接

近

し

た

と

言

え

る

。 

 

ま

た

、

坂

上

康

俊

氏

は

九

世

紀

に

天

皇

が

変

貌

し

た

と

も

指

摘

し

た

。

そ

の

変

貌

を

「

中

国

的

な

皇

帝

像

へ

の

接

近

」

と

「

中

国

的

な

皇

帝

像

か

ら

の

乖

離

」

と

表

現

し

て

い

る

1
1

9

。

七

世

紀

末

か

ら

見

ら

れ

る

人

間

と

神

の

接

近

は

、

神

で

あ

っ

た

天

皇

の

あ

り

方

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、
「

怨

霊

」

の

祟

り

は

八

・

九

世

紀

を

中

心

に

起

こ

っ

て

い

る

。

九

世

紀

に

起

こ

る

と

い

う

天

皇

の

変

貌

に

、

こ

の

二

点

は

少

な

か

ら

ず

関

わ

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

で

は

天

皇

が

人

間

化

し

て

い

っ

た

こ

と

は

中

国

皇

帝

か

ら

の

乖

離

な

の

か

、

あ

る

い

は

接

近

な

の

か

。 

中

国

の

皇

帝

は

天

帝

か

ら

統

治

を

任

さ

れ

た

人

間

で

あ

る

と

い

う

。

そ

の

た

め

、

ふ

さ

わ

し

い

統

治

を

行

っ

て

い

な

い

時

に

は

災

異

が

起

こ

り

、

良

い

統

治

を

行

っ

て

い

る

時

に

は

祥

瑞

が

現

れ

る

と

考

え

ら

れ

た

。

こ

れ

が

天

人

相

関

説

で

あ

る

。

奈

良

時

代

に

す

で

に

光

明

皇

太

后

の

病

を

天

の

責

め

と

す

る

考

え

が
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現

れ

て

い

る

1
2

0

。
「

怨

霊

」

の

登

場

に

よ

っ

て

、

天

皇

の

政

治

を

批

判

し

、

責

任

を

問

う

存

在

が

増

え

た

と

言

え

よ

う

。 

天

皇

が

「

怨

霊

」

と

向

き

合

い

始

め

る

光

仁

朝

は

、

天

武

系

か

ら

天

智

系

へ

の

皇

統

交

代

が

起

こ

っ

た

時

期

で

も

あ

っ

た

。

光

仁

、

桓

武

が

元

は

官

僚

で

あ

っ

た

た

め

光

仁

天

皇

の

登

場

を

き

っ

か

け

に

、

天

皇

が

神

で

あ

る

と

い

う

考

え

は

下

火

に

な

る

と

い

う

指

摘

も

あ

る

1
2

1

。

神

で

な

く

な

り

つ

つ

あ

っ

た

天

皇

は

、

自

身

の

正

統

性

を

今

ま

で

以

上

に

示

す

こ

と

が

必

要

に

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

桓

武

天

皇

も

自

身

の

治

世

を

『

続

日

本

紀

』

と

し

て

編

纂

さ

せ

た

り

、
「

中

国

皇

帝

を

イ

メ

ー

ジ

し

た

モ

デ

ル

チ

ェ

ン

ジ

を

図

っ

た

1
2

2

」

り

し

た

。

さ

ら

に

浮

上

す

る

の

が

皇

位

継

承

の

問

題

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

本

稿

で

「

怨

霊

」

と

し

た

人

物

は

い

ず

れ

も

皇

族

で

あ

っ

た

。

そ

の

意

味

で

は

皇

族

が

皇

族

に

祟

っ

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

「

怨

霊

」

に

な

っ

た

死

の

経

緯

に

は

皇

位

継

承

が

関

連

し

て

い

る

。

淳

仁

廃
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帝

は

一

度

譲

位

さ

れ

た

も

の

の

、

孝

謙

上

皇

に

よ

っ

て

廃

位

さ

れ

て

い

る

。

た

だ

し

対

応

に

当

た

っ

た

光

仁

天

皇

は

淳

仁

廃

帝

の

死

に

直

接

関

与

し

て

い

な

い

。

ま

た

井

上

内

親

王

は

巫

蠱

を

疑

わ

れ

、

皇

太

子

で

あ

っ

た

子

の

他

戸

親

王

が

廃

太

子

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

早

良

親

王

も

藤

原

種

継

暗

殺

へ

の

関

与

を

疑

わ

れ

、

廃

太

子

さ

れ

た

。

井

上

内

親

王

は

他

戸

親

王

の

死

後

立

太

子

し

た

山

部

親

王

に

、

早

良

親

王

も

死

後

立

太

子

し

た

安

殿

親

王

に

祟

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

が

死

亡

し

た

伊

予

親

王

事

件

に

関

し

て

は

諸

説

あ

る

が

、

伊

予

親

王

が

皇

位

継

承

に

お

い

て

重

要

な

位

置

に

あ

っ

た

た

め

に

排

除

さ

れ

た

可

能

性

が

あ

る

。

そ

し

て

伊

予

親

王

と

藤

原

吉

子

は

嵯

峨

天

皇

へ

の

祟

り

を

起

こ

し

た

こ

と

が

推

測

さ

れ

る

。 

 

特

に

、

早

良

親

王

と

同

時

に

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

井

上

内

親

王

と

藤

原

吉

子

に

注

目

す

る

と

、

両

者

と

も

有

力

な

皇

位

継

承

候

補

で

あ

っ

た

自

身

の

子

と

と

も

に

幽

閉

さ

れ

、

死

亡

し

て

い

る

。

し

か

し

こ

の
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二

組

の

母

子

へ

の

対

応

は

大

き

く

異

な

っ

て

い

る

。

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

は

同

じ

日

に

贈

位

の

記

録

が

あ

り

、

ほ

ぼ

同

時

に

対

応

さ

れ

て

い

る

。

一

方

で

井

上

内

親

王

母

子

は

井

上

内

親

王

が

手

厚

く

対

応

さ

れ

て

い

る

が

、

皇

太

子

で

あ

っ

た

他

戸

親

王

に

は

ほ

と

ん

ど

言

及

が

な

い

。

む

し

ろ

、

他

戸

親

王

が

暴

虐

で

あ

っ

た

と

述

べ

る

史

料

も

残

っ

て

い

る

1
2

3

。

他

戸

親

王

が

廃

太

子

さ

れ

た

当

時

の

理

由

は

史

料

で

は

母

井

上

内

親

王

が

巫

蠱

し

た

こ

と

に

な

っ

て

お

り

、

本

人

に

非

が

あ

っ

た

こ

と

も

示

さ

れ

な

い

。

井

上

内

親

王

以

上

に

不

本

意

な

死

で

あ

っ

た

可

能

性

が

あ

る

。

そ

れ

に

も

関

わ

ら

ず

他

戸

親

王

に

対

し

て

は

「

怨

霊

」

と

み

な

せ

る

対

応

が

全

く

見

ら

れ

な

い

。

桓

武

天

皇

は

他

戸

親

王

が

排

斥

さ

れ

た

後

に

立

太

子

し

た

。

他

戸

親

王

を

慰

撫

し

、

排

斥

さ

れ

る

べ

き

で

な

か

っ

た

こ

と

を

認

め

る

と

、

自

身

の

正

統

性

が

失

わ

れ

る

。

そ

の

た

め

、

他

戸

親

王

を

慰

撫

か

ら

排

除

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。 

し

か

し

、

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

は

井

上

・

他

戸

母

子

の

こ

と

も

想

起

さ

せ

た

の

で

あ

ろ

う

。
【

表

１

】
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で

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

が

登

場

し

て

以

降

の

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

の

ほ

う

が

多

い

こ

と

か

ら

も

、

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

が

井

上

内

親

王

の

慰

撫

に

影

響

し

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

そ

こ

で

、

桓

武

天

皇

は

井

上

内

親

王

に

の

み

対

応

し

、

他

戸

親

王

の

慰

撫

を

行

わ

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

一

方

で

伊

予

親

王

に

は

母

藤

原

吉

子

と

ほ

ぼ

同

等

の

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

。

伊

予

親

王

が

皇

太

子

で

な

か

っ

た

た

め

、

慰

撫

を

行

な

っ

て

も

直

接

嵯

峨

天

皇

の

即

位

を

否

定

す

る

こ

と

に

は

な

ら

な

か

っ

た

こ

と

が

要

因

と

考

え

ら

れ

る

。 

た

だ

、

淳

仁

廃

帝

の

「

怨

霊

」

の

対

応

に

あ

た

っ

た

光

仁

天

皇

は

淳

仁

廃

帝

の

直

接

の

加

害

者

で

は

な

い

。

こ

れ

に

つ

い

て

柴

田

博

子

氏

は

天

人

相

関

思

想

に

基

づ

き

「

王

権

を

お

び

や

か

す

死

者

は

、

み

ず

か

ら

加

害

し

た

者

の

幽

魂

は

も

ち

ろ

ん

、

苦

し

ん

で

い

る

と

想

定

さ

れ

る

死

者

す

べ

て

と

な

り

え

よ

う

」

と

述

べ

て

い

る

1
2

4

。

こ

う

し

た

理

由

か

ら

光

仁

天

皇

が

淳

仁

廃

帝

の

慰

撫

を

行

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。 
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天

皇

が

こ

の

よ

う

に

「

怨

霊

」

と

向

き

合

う

中

で

、

桓

武

天

皇

が

自

ら

死

に

追

い

や

っ

た

早

良

親

王

に

多

く

の

対

応

を

行

っ

た

こ

と

は

異

例

に

思

わ

れ

る

。

桓

武

天

皇

に

と

っ

て

早

良

親

王

は

同

母

弟

で

あ

る

。

そ

し

て

、
【

史

料

⑤

】

で

は

「

朕

有
レ

所
レ

思

」

と

し

て

対

応

を

行

っ

て

い

た

り

、

ま

た

【

史

料

⑬

】

で

は

桓

武

天

皇

が

死

の

直

前

ま

で

早

良

親

王

を

含

む

藤

原

種

継

暗

殺

事

件

の

関

係

へ

対

応

を

行

っ

て

い

た

り

と

、

史

料

か

ら

も

早

良

親

王

の

死

が

桓

武

天

皇

に

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

う

し

た

心

理

的

な

面

も

影

響

し

て

、

早

良

親

王

に

他

の

「

怨

霊

」

以

上

に

対

応

が

取

ら

れ

、

井

上

内

親

王

へ

の

対

応

に

も

影

響

を

与

え

た

の

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

異

例

と

も

言

え

る

対

応

が

神

祇

、

仏

教

、

陰

陽

道

を

用

い

た

末

に

仏

教

に

一

本

化

し

、
「

怨

霊

」

一

般

へ

の

対

応

と

し

て

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

に

も

用

い

ら

れ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

こ

の

よ

う

に

「

怨

霊

」

は

八

・

九

世

紀

の

不

安

定

な

皇

位

継

承

の

中

で

皇

族

の

中

に

現

れ

、

皇

族

に

祟
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っ

た

。

そ

し

て

「

怨

霊

」

が

天

皇

に

祟

る

こ

と

は

、

従

来

神

で

あ

っ

た

天

皇

の

あ

り

方

を

よ

り

人

間

的

な

も

の

と

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

こ

れ

は

天

帝

に

統

治

を

任

せ

ら

れ

た

人

間

で

あ

る

、

中

国

の

皇

帝

へ

の

接

近

の

一

つ

と

位

置

付

け

ら

れ

る

。

な

か

で

も

桓

武

天

皇

は

「

怨

霊

」

の

祟

り

を

公

式

に

受

け

入

れ

、

早

良

親

王

に

仏

教

、

神

祇

、

陰

陽

道

な

ど

さ

ま

ざ

ま

な

方

法

で

働

き

か

け

を

し

た

。

そ

の

結

果

、
「

怨

霊

」

に

対

す

る

墓

と

の

関

与

が

薄

い

仏

教

を

中

心

と

し

た

対

応

が

定

着

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

こ

う

し

た

変

化

が

起

こ

っ

た

桓

武

朝

は

「

怨

霊

」

そ

の

も

の

や

「

怨

霊

」

へ

の

対

応

の

画

期

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

 

第

二

節
「

怨

霊

」

と
貞

観
五

年

御

霊

会 

 

貞

観

五

年

御

霊

会

に

祀

ら

れ

た

六

名

の

う

ち

本

稿

で

「

怨

霊

」

と

言

え

る

の

は

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

の

み

で

あ

っ

た

。

橘

逸

勢

に

は

改

葬

や

贈

位

が

行

わ

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

早

良

親

王

以

前

の
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「

怨

霊

」

の

特

徴

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

貞

観

五

年

御

霊

会

ま

で

に

慰

撫

が

見

ら

れ

な

い

の

が

観

察

使

（

藤

原

仲

成

）

と

文

室

宮

田

麻

呂

で

あ

る

。

つ

ま

り

、
「

怨

霊

」

で

な

い

人

物

も

ま

つ

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

、
「

怨

霊

」

へ

の

対

応

を

も

と

に

考

え

た

い

。 

「

怨

霊

」

へ

の

対

応

は

早

良

親

王

以

前

に

は

墓

を

中

心

と

し

た

も

の

だ

っ

た

が

、

早

良

親

王

以

降

墓

と

の

関

与

が

薄

い

対

応

へ

と

変

化

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

、
「

怨

霊

」

に

は

延

暦

十

六

年

か

ら

十

九

年

ご

ろ

に

は

神

祇

、

仏

教

、

陰

陽

道

の

複

合

的

な

対

応

を

行

わ

れ

た

こ

と

が

確

認

で

き

る

が

、

そ

の

後

仏

教

が

対

応

の

中

心

と

な

っ

て

い

く

。

以

上

の

こ

と

を

第

三

章

ま

で

に

指

摘

し

た

。 

で

は

貞

観

五

年

御

霊

会

を

見

て

み

る

。

ま

ず

、

会

場

は

神

泉

苑

で

あ

る

。

名

前

を

挙

げ

ら

れ

た

六

名

の

墓

と

は

関

わ

り

の

な

い

場

所

と

言

え

る

。

そ

し

て

、

さ

ま

ざ

ま

な

芸

能

の

他

に

読

経

も

行

わ

れ

て

お

り

、

律

師

恵

達

が

講

師

と

し

て

参

加

し

て

い

る

。

芸

能

に

よ

っ

て

御

霊

を

慰

め

る

と

と

も

に

、

仏

教

に

よ

る

慰
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撫

も

行

わ

れ

て

い

る

と

言

え

る

。

こ

の

よ

う

に

貞

観

五

年

御

霊

会

で

も

、

墓

と

関

連

が

薄

い

仏

教

的

対

応

と

い

う

、

早

良

親

王

以

後

の

「

怨

霊

」

へ

の

対

応

と

同

じ

構

造

が

見

え

る

。 

御

霊

会

は

本

来

民

間

で

行

わ

れ

て

い

た

。

さ

ら

に

西

本

昌

弘

氏

は

、
【

史

料

⑬

】

に

見

え

る

早

良

親

王

の

た

め

に

金

剛

般

若

経

を

読

経

す

る

行

事

が

、

諸

国

の

御

霊

会

の

元

に

な

っ

た

と

推

測

し

て

い

る

1
2

5

。

早

良

親

王

の

「

怨

霊

」

へ

の

対

応

が

諸

国

で

の

御

霊

会

と

な

り

、

貞

観

五

年

御

霊

会

に

繋

が

っ

た

と

す

る

と

、

貞

観

五

年

御

霊

会

が

「

怨

霊

」

へ

の

対

処

と

同

じ

構

造

を

し

て

い

る

の

は

当

然

だ

ろ

う

。 

 

で

は

御

霊

と

は

ど

の

よ

う

な

存

在

だ

ろ

う

か

。

貞

観

五

年

御

霊

会

の

記

事

で

は

疫

病

の

原

因

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

天

皇

の

病

を

引

き

起

こ

す

と

考

え

ら

れ

た

「

怨

霊

」

の

性

質

と

は

異

な

っ

て

い

る

1
2

6

。

そ

し

て

、

御

霊

の

な

か

で

も

「

怨

霊

」

は

一

部

で

あ

る

。

御

霊

の

持

つ

社

会

全

体

へ

の

祟

り

と

個

人

へ

の

祟

り

の

混

合

と

い

う

二

面

性

は

す

で

に

指

摘

さ

れ

て

い

る

1
2

7

が

、

や

は

り

天

皇

や

皇

族

と

い

う
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限

ら

れ

た

個

人

に

祟

る

「

怨

霊

」

と

、

疫

病

の

形

で

不

特

定

多

数

の

人

々

に

影

響

を

及

ぼ

す

御

霊

と

の

間

に

は

対

象

と

す

る

範

囲

の

違

い

が

あ

る

。 

 

こ

う

し

た

「

怨

霊

」

と

御

霊

の

違

い

を

踏

ま

え

て

さ

ら

に

考

え

た

い

。

ま

ず

「

怨

霊

」

と

考

え

ら

れ

た

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

を

御

霊

と

す

る

こ

と

は

、
「

怨

霊

」

が

祟

る

対

象

を

変

え

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

御

霊

会

が

元

々

民

間

で

行

わ

れ

て

い

た

こ

と

を

考

慮

す

る

と

、

御

霊

が

疫

病

を

発

生

さ

せ

る

と

い

う

考

え

も

民

間

で

生

ま

れ

た

も

の

だ

と

言

え

る

。

朝

廷

は

こ

の

民

間

の

論

理

を

利

用

し

、
「

怨

霊

」

も

御

霊

と

し

て

疫

病

の

原

因

に

す

る

こ

と

で

、

天

皇

に

直

接

祟

り

が

及

ぶ

こ

と

を

避

け

よ

う

と

す

る

意

図

が

あ

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

御

霊

会

の

目

的

を

清

和

天

皇

の

聖

体

護

持

や

清

和

朝

の

安

定

と

す

る

論

も

あ

る

1
2

8

。 

一

方

で

、
「

怨

霊

」

で

は

な

い

が

御

霊

と

な

っ

た

の

は

藤

原

仲

成

、

橘

逸

勢

、

文

室

宮

田

麻

呂

で

あ

る

。
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「

怨

霊

」

で

は

な

い

た

め

天

皇

を

祟

っ

て

い

な

い

。

つ

ま

り

皇

族

に

と

っ

て

の

脅

威

で

は

な

い

。

そ

の

た

め

藤

原

北

家

を

は

じ

め

と

す

る

天

皇

以

外

の

政

治

的

な

意

図

が

よ

り

重

要

だ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

貞

観

五

年

御

霊

会

開

催

に

は

単

一

の

目

的

が

あ

っ

た

わ

け

で

は

な

く

、

天

皇

と

藤

原

北

家

そ

れ

ぞ

れ

の

存

在

を

保

護

す

る

狙

い

が

あ

っ

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

し

か

し

、

彼

ら

は

い

ず

れ

も

「

怨

霊

」

慰

撫

と

同

様

の

構

造

で

ま

つ

ら

れ

た

。

こ

れ

は

第

一

節

で

触

れ

た

死

者

と

神

の

接

近

が

関

連

し

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

そ

し

て

、
「

怨

霊

」

発

生

か

ら

御

霊

会

開

催

の

時

期

と

重

な

る

八

・

九

世

紀

に

な

る

と

、

神

は

仏

教

へ

の

帰

依

を

求

め

る

よ

う

に

な

り

、

神

宮

寺

建

立

や

神

前

読

経

が

行

わ

れ

る

1
2

9

。

神

が

仏

教

に

よ

っ

て

ま

つ

ら

れ

始

め

る

の

だ

。

神

に

近

づ

い

た

死

者

も

同

じ

よ

う

に

仏

教

で

慰

め

ら

れ

る

。

以

上

の

よ

う

に

御

霊

会

で

「

怨

霊

」

と

そ

れ

以

外

の

人

物

が

同

じ

方

法

で

慰

撫

さ

れ

る

背

景

に

は

神

仏

習

合

の

進

展

も

認

め

ら

れ

る

と

推

測

さ

れ

る

。 
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小

括 

 

第

四

章

で

は

、

第

三

章

ま

で

の

整

理

に

基

づ

い

て

「

怨

霊

」

と

古

代

社

会

の

関

わ

り

を

論

じ

た

。 

ま

ず

第

一

節

で

は

「

怨

霊

」

と

天

皇

の

関

係

に

注

目

し

た

。

奈

良

時

代

、

天

皇

は

神

的

な

存

在

で

あ

っ

た

が

、
「

怨

霊

」

に

祟

ら

れ

る

こ

と

で

人

間

的

な

存

在

へ

と

変

化

し

た

。

こ

れ

は

中

国

皇

帝

へ

の

接

近

と

言

え

る

。

天

皇

は

「

怨

霊

」

に

祟

ら

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

変

わ

っ

た

。

ま

た

、
「

怨

霊

」

が

い

ず

れ

も

皇

族

で

あ

る

こ

と

か

ら

、
「

怨

霊

」

発

生

の

背

景

の

一

つ

に

不

安

定

な

皇

位

継

承

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

考

察

し

た

。

不

安

定

な

皇

位

継

承

に

よ

っ

て

生

ま

れ

た

「

怨

霊

」

が

天

皇

に

祟

る

こ

と

で

、

天

皇

の

人

間

化

を

促

し

た

と

い

え

る

。 

 

第

二

節

で

は

「

怨

霊

」

と

貞

観

五

年

御

霊

会

の

関

係

に

注

目

し

た

。

九

世

紀

半

ば

に

開

か

れ

た

貞

観

五

年

御

霊

会

で

は

、

本

稿

で

「

怨

霊

」

と

判

定

し

た

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

と

、
「

怨

霊

」

と
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は

判

定

し

な

か

っ

た

観

察

使

（

藤

原

仲

成

）
、

橘

逸

勢

、

文

室

宮

田

麻

呂

が

同

じ

御

霊

と

し

て

ま

つ

ら

れ

て

い

た

。

天

皇

の

病

を

引

き

起

こ

す

と

考

え

ら

れ

た

「

怨

霊

」

と

、

疫

病

を

起

こ

す

と

考

え

ら

れ

た

御

霊

の

性

質

は

異

な

っ

て

い

る

。

朝

廷

は

貞

観

五

年

御

霊

会

に

お

い

て

「

怨

霊

」

を

御

霊

と

す

る

こ

と

で

、

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

の

「

怨

霊

」

が

祟

る

対

象

を

天

皇

か

ら

不

特

定

多

数

の

民

衆

へ

と

変

え

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

一

方

で

、
「

怨

霊

」

で

は

な

い

観

察

使

（

藤

原

仲

成

）
、

橘

逸

勢

、

文

室

宮

田

麻

呂

は

天

皇

を

脅

か

し

て

い

な

い

。

こ

の

三

名

を

御

霊

と

し

た

こ

と

に

は

排

斥

を

行

な

っ

た

藤

原

北

家

な

ど

の

政

治

的

な

意

図

が

よ

り

大

き

く

働

い

て

い

た

で

あ

ろ

う

こ

と

を

指

摘

し

た

。 

ま

た

、

御

霊

会

は

「

怨

霊

」

も

御

霊

も

、

同

じ

「

怨

霊

」

慰

撫

の

方

法

で

ま

つ

っ

た

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

第

一

節

で

指

摘

し

た

神

と

人

間

の

接

近

、

そ

し

て

「

怨

霊

」

発

生

と

同

じ

八

・

九

世

紀

に

進

展

す

る

神
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仏

習

合

と

の

関

連

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

論

じ

た

。 

 

お

わ

り
に 

 

本

稿

で

は

、

怨

霊

と

い

う

語

が

古

代

に

お

い

て

ほ

と

ん

ど

使

わ

れ

て

い

な

い

に

も

関

わ

ら

ず

、

こ

れ

ま

で

の

研

究

で

怨

霊

の

定

義

に

つ

い

て

疑

問

を

持

た

れ

る

こ

と

が

少

な

い

点

、

怨

霊

と

御

霊

が

区

別

な

く

語

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

点

に

注

目

し

、

史

料

か

ら

「

怨

霊

」

の

再

定

義

を

試

み

る

こ

と

を

出

発

点

と

し

て

検

討

を

進

め

た

。 

第

一

章

で

は

「

怨

霊

」

の

画

期

と

考

え

ら

れ

る

早

良

親

王

に

つ

い

て

整

理

し

、
「

怨

霊

」

を

判

定

す

る

た

め

に

、

不

本

意

な

死

を

遂

げ

た

こ

と

、

皇

族

の

病

と

結

び

付

け

ら

れ

る

こ

と

が

必

要

だ

と

し

た

。

ま

た

、

対

応

に

つ

い

て

は

ま

ず

不

本

意

な

死

を

遂

げ

て

い

る

こ

と

か

ら

名

誉

回

復

が

重

要

で

あ

る

と

考

え

た

。

さ
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ら

に

早

良

親

王

へ

の

対

応

を

整

理

す

る

と

、

延

暦

十

九

年

ご

ろ

ま

で

は

墓

に

関

連

す

る

対

応

が

多

く

、

延

暦

十

九

年

以

降

は

墓

と

の

関

与

が

薄

い

仏

教

的

な

対

応

が

現

れ

る

傾

向

が

み

ら

れ

た

。

そ

の

た

め

、

早

良

親

王

以

前

の

「

怨

霊

」

は

墓

に

関

連

す

る

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

、

早

良

親

王

以

後

の

「

怨

霊

」

は

墓

と

の

関

与

が

薄

い

仏

教

的

な

対

応

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

「

怨

霊

」

と

認

定

す

る

条

件

に

加

え

た

。 

第

二

章

で

は

早

良

親

王

以

前

に

「

怨

霊

」

と

指

摘

さ

れ

て

き

た

人

物

に

つ

い

て

第

一

章

で

設

定

し

た

条

件

に

基

づ

い

て

検

討

し

た

。
「

怨

霊

」

と

判

定

で

き

る

の

は

淳

仁

廃

帝

、

井

上

内

親

王

の

み

で

あ

る

。

し

か

し

、

天

平

年

間

か

ら

す

で

に

「

死

魂

」

や

「

亡

魂

」

と

い

っ

た

死

者

を

民

間

で

語

る

者

は

存

在

し

て

い

た

。 第

三

章

で

は

早

良

親

王

と

と

も

に

貞

観

五

年

御

霊

会

で

御

霊

に

挙

げ

ら

れ

る

人

物

に

つ

い

て

検

討

し

た

。

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

は

「

怨

霊

」

と

み

な

せ

る

と

し

た

。

ま

た

橘

逸

勢

は

早

良

親

王

以

前

の

「

怨

霊

」



 105 

の

特

徴

を

備

え

て

い

る

が

早

良

親

王

以

後

の

「

怨

霊

」

と

は

言

え

な

い

。

そ

し

て

観

察

使

・

文

室

宮

田

麻

呂

へ

の

対

応

は

ほ

ぼ

な

さ

れ

て

お

ら

ず

こ

の

二

人

は

不

本

意

な

死

と

い

う

点

を

除

い

て

「

怨

霊

」

と

呼

べ

る

条

件

を

満

た

し

て

い

な

い

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。 

第

四

章

で

は

「

怨

霊

」

が

古

代

社

会

と

ど

の

よ

う

な

関

係

に

あ

っ

た

の

か

を

考

察

し

た

。

ま

ず

第

一

節

で

は

「

怨

霊

」

と

天

皇

の

関

係

に

つ

い

て

述

べ

た

。

本

来

神

に

用

い

ら

れ

て

い

た

言

葉

が

七

世

紀

末

以

降

人

間

に

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

例

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

神

と

人

間

の

距

離

が

近

づ

い

て

い

た

と

考

察

し

た

。

そ

し

て

祟

る

主

体

、

神

で

あ

っ

た

は

ず

の

天

皇

は

八

世

紀

末

か

ら

「

怨

霊

」

つ

ま

り

人

間

か

ら

の

祟

り

を

受

け

入

れ

る

こ

と

で

よ

り

人

間

的

な

存

在

と

な

っ

て

い

っ

た

こ

と

を

指

摘

し

た

。

そ

し

て

「

怨

霊

」

と

な

っ

た

人

物

は

い

ず

れ

も

皇

族

で

あ

り

、

皇

位

継

承

に

ま

つ

わ

る

争

い

が

「

怨

霊

」

を

生

み

出

し

た

背

景

の

一

つ

で

あ

る

と

考

察

し

た

。

そ

し

て

、

早

良

親

王

と

の

関

係

に

よ

っ

て

初

め

て

公

式

に

早

良

親

王

の
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祟

り

を

受

け

入

れ

た

桓

武

が

「

怨

霊

」

へ

の

対

処

の

定

型

化

や

「

天

皇

の

人

間

化

」

に

お

い

て

重

要

な

存

在

で

あ

る

と

結

論

づ

け

た

。 

第

二

節

で

は

、
「

怨

霊

」

へ

の

対

応

の

変

化

を

も

と

に

貞

観

五

年

御

霊

会

と

「

怨

霊

」

の

つ

な

が

り

に

つ

い

て

述

べ

た

。
「

怨

霊

」

の

一

部

は

天

皇

に

直

接

祟

る

こ

と

を

避

け

る

た

め

に

不

特

定

多

数

の

民

衆

に

疫

病

を

引

き

起

こ

す

御

霊

へ

と

変

化

さ

せ

た

こ

と

を

指

摘

し

た

。

一

方

「

怨

霊

」

で

は

な

い

人

物

は

天

皇

以

外

の

政

治

的

意

図

に

よ

っ

て

御

霊

と

し

て

ま

つ

ら

れ

た

と

し

た

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

御

霊

会

は

天

皇

と

藤

原

北

家

ら

そ

れ

ぞ

れ

の

存

在

を

守

る

た

め

に

行

わ

れ

た

と

考

え

た

。

さ

ら

に

、

御

霊

会

に

お

い

て

「

怨

霊

」

と

そ

う

で

な

い

人

物

が

同

じ

「

怨

霊

」

の

手

法

で

ま

つ

ら

れ

る

こ

と

に

つ

い

て

は

、

先

帝

・

先

功

臣

を

は

じ

め

と

す

る

死

者

が

神

に

近

づ

い

て

い

た

こ

と

が

要

因

で

は

な

い

か

と

考

え

、

神

仏

習

合

が

影

響

し

た

可

能

性

も

述

べ

た

。 
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こ

こ

ま

で

「

怨

霊

」

か

ら

古

代

の

天

皇

や

御

霊

会

に

つ

い

て

論

じ

て

き

た

。

御

霊

会

に

関

し

て

は

見

識

不

足

で

あ

っ

た

部

分

が

多

々

有

る

だ

ろ

う

。

ま

た

、
「

怨

霊

」

と

い

う

語

が

ど

こ

か

ら

生

ま

れ

た

の

か

、

諸

橋

轍

次

編

『

大

漢

和

辞

典

』

で

は

仏

教

用

語

で

あ

る

と

示

さ

れ

て

い

る

が

、

今

回

は

そ

れ

以

上

検

討

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。 

「

怨

霊

」

も

一

因

と

な

っ

て

九

世

紀

の

天

皇

は

よ

り

人

間

的

、

中

国

の

皇

帝

的

存

在

へ

と

変

化

し

た

。

そ

し

て

天

皇

は

御

霊

会

で

名

前

を

挙

げ

ら

れ

た

「

怨

霊

」

が

祟

る

対

象

を

、

天

皇

か

ら

不

特

定

多

数

の

人

々

へ

と

変

化

さ

せ

た

こ

と

を

推

測

し

た

。

こ

の

相

互

作

用

に

は

神

仏

習

合

も

影

響

し

て

い

た

可

能

性

が

あ

る

。

こ

れ

ら

の

点

に

つ

い

て

も

十

分

に

掘

り

下

げ

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

。

以

上

を

今

回

残

っ

た

課

題

と

し

、

今

後

詳

細

に

検

討

し

て

い

き

た

い

。 
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註 

 

1
 

肥

後

和

男

「

平

安

時

代

に

お

け

る

怨

霊

の

思

想

」
（
『

御

霊

信

仰

』

民

衆

宗

教

史

叢

書

第

五

巻

、

雄

山

閣

、

一

九

八

四

年

、

初

出

は

一

九

三

九

年

）
。

一

三

頁

。 

2
 

宮

崎

浩

「

貞

観

五

年

御

霊

会

の

政

治

史

的

考

察

」
（
『

史

学

研

究

』

一

九

八

号

、

一

九

九

二

年

）
。 

3
 

柴

田

博

子

「

怨

霊

思

想

成

立

の

前

提―

七

・

八

世

紀

に

お

け

る

死

者

観

の

変

容

と

王

権―

」
（
『

日

本

古

代

の

思

想

と

筑

紫

』
、

櫂

歌

書

房

、

二

〇

〇

九

年

）
。

二

六

頁

。 

4
 

小

林

茂

文

「

早

良

親

王

怨

霊

言

説

の

発

明

」
（
『

史

学

』

七

九−

三

、

二

〇

一

〇

年

）
。 

5
 

長

洋

一

「

藤

原

広

嗣

の

怨

霊

覚

書―
大

宰

府

文

化

の

側

面―

」
（
『

歴

史

評

論

』

四

一

七

号

、

一

九

八

五

年

）
。 

6
 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

7
 

前

掲

註

４

小

林

論

文

。 

8
 

山

田

雄

司

『

跋

扈

す

る

怨

霊―

祟

り

と

鎮

魂

の

日

本

史

』
（

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

〇

七

年

）
。 

9
 

山

田

雄

司

「

怨

霊

へ

の

対

処―

早

良

親

王

の

場

合

を

中

心

と

し

て

ー

」
（
『

怨

霊

・

怪

異

・

伊

勢

神

宮

』

思

文

閣

出

版

、

二

〇

一

四

年

、

初

出

は

二

〇

一

一

年

）
。 



 109 

 

1
0

 
山

田

雄

司

「

怨

霊

の

思

想

」
（
『

怨

霊

・

怪

異

・

伊

勢

神

宮

』

思

文

閣

出

版

、

二

〇

一

四

年

、

初

出

は

二

〇

一

二

年

）
。

一

八

頁

。 

1
1

 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

。 

1
2

 

西

本

昌

弘

『

早

良

親

王

』
（

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

一

九

年

）
。 

1
3

 

『

続

日

本

紀

』

延

暦

七

年

五

月

辛

亥

（

四

日

）

条

で

夫

人

藤

原

旅

子

、

延

暦

八

年

十

二

月

乙

未

（

二

十

八

日

）

条

で

母

高

野

新

笠

、

延

暦

九

年

閏

三

月

丙

子

（

十

日

）

条

で

皇

后

藤

原

乙

牟

漏

、

延

暦

九

年

七

月

乙

酉

（

二

十

一

日

）

条

で

坂

上

又

子

が

死

亡

し

て

い

る

。 

1
4

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

1
5

 

早

良

親

王

は

延

暦

十

九

年

の

【

史

料

⑤

】

で

「

崇

道

天

皇

」

を

追

称

さ

れ

た

。

し

か

し

延

暦

十

九

年

以

前

の

記

事

で

も

崇

道

天

皇

と

表

現

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

編

纂

時

に

元

と

な

っ

た

資

料

か

ら

編

纂

時

の

呼

称

に

合

わ

せ

て

変

更

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

以

降

、

本

稿

で

は

「

早

良

親

王

」

に

統

一

す

る

。 

1
6

 

『

続

日

本

紀

』

に

は

延

暦

九

年

に

早

良

親

王

の

墓

に

守

冢

一

烟

と

専

当

郡

司

を

設

置

し

た

記

録

は

残

っ

て

い

な

い

。 

1
7

 

『

続

日

本

紀

』

延

暦

九

年

九

月

丙

寅

（

三

日

）

条

。 

1
8

 

『

日

本

紀

略

』

延

暦

十

六

年

五

月

戊

戌

（

十

三

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）
。 

1
9

 

『

日

本

紀

略

』

延

暦

十

六

年

五

月

甲

辰

（

十

九

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

） 

2
0

 

前

掲

註

９

山

田

論

文

。

四

〇

頁

。 

2
1

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

2
2

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 
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2
3

 
前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

2
4

 
『

日

本

紀

略

』

延

暦

十

九

年

六

月

癸

酉

（

六

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）
。 

2
5

 

大

江

篤

「

怨

霊

を

語

る

者

」

第

一

節

「

早

良

親

王

の

「

祟

」

と

「

怨

霊

」
」
（
『

日

本

古

代

の

神

と

霊

』

臨

川

書

店

、

二

〇

〇

七

年

、

初

出

二

〇

〇

〇

年

）
。 

2
6

 

前

掲

註

１

２

西

本

論

文

。

大

和

国

へ

の

改

葬

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。 

2
7

 

『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

正

月

辛

未

朔

条

。 

2
8

 

『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

四

年

二

月

己

未

（

十

九

日

）

条

、
『

同

』

同

年

四

月

乙

巳

（

六

日

）

条

、

『

同

』

同

年

五

月

己

卯

（

十

一

日

）

条

。 

2
9

 

『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

五

年

三

月

辛

巳

（

十

七

日

）

条

。 

3
0

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

3
1

『

類

聚

国

史

』

巻

三

十

四

大

同

五

年

七

月

辛

亥

（

十

三

日

）

条

で

誦

経

が

行

わ

れ

た

。
『

類

聚

国

史

』

巻

三

十

四

大

同

五

年

丙

辰

（

十

八

日

）

条

、

同

月

戊

午

（

二

十

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

な

ど

で

も

嵯

峨

天

皇

の

不

予

が

読

み

取

れ

る

。

平

城

天

皇

は

病

が

原

因

で

譲

位

し

た

が

、
『

類

聚

国

史

』

巻

二

十

五

・

三

十

一

大

同

四

年

十

二

月

乙

亥

（

四

日

）

条

で

は

平

城

に

行

幸

し

て

お

り

、

嵯

峨

天

皇

不

予

の

頃

に

は

回

復

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。 

3
2

 

前

掲

註

２

５

大

江

論

文

。 

3
3

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 
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3
4

 
義

江

彰

夫

『

神

仏

集

合

』
（

岩

波

新

書

4
5

3

、

岩

波

書

店

、

一

九

九

六

年

）
。 

3
5

 
大

津

透

「

ク

ラ

と

カ

ギ

」
（
『

古

代

の

天

皇

制

』

岩

波

書

店

、

一

九

九

九

年

）
。 

3
6

 

「

国

忌

」
・
「

奉

幣

」

と

も

に

『

日

本

国

語

大

辞

典

』
（

小

学

館

、

二

〇

一

二

年

改

訂

版

）

参

照

。 

3
7

 

『

日

本

後

紀

』

延

暦

二

十

五

年

（

大

同

元

年

）

三

月

辛

巳

（

十

七

日

）

条

。 

3
8

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

3
9

 

川

原

寺

と

早

良

親

王

、

伊

予

親

王

、

藤

原

吉

子

の

怨

霊

の

関

わ

り

に

つ

い

て

は

大

江

篤

「

怨

霊

を

語

る

者

」

第

二

節

「

伊

予

親

王

の

怨

霊

と

川

原

寺

」
（
『

日

本

古

代

の

神

と

霊

』

臨

川

書

店

、

二

〇

〇

七

年

、

初

出

二

〇

〇

三

年

）

に

詳

し

い 

4
0

 

前

掲

註

２

５

大

江

論

文

。 

4
1

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

元

年

二

月

辛

未

（

十

日

）
、

壬

申

（

十

一

日

）

条

。 

4
2

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

元

年

二

月

癸

酉

（

十

二

日

）

条

。 

4
3

 

前

掲

註

５

長

論

文

。 

4
4

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

4
5

 

前

掲

註

４

小

林

論

文

。 

4
6

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

元

年

二

月

甲

戌

（

十

三

日

）

条

。 

4
7

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

十

年

六

月

丙

子

（

十

日

）

条

。 

4
8

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

九

年

四

月

辛

酉

（

十

七

日

）

条

で

藤

原

房

前

、

同

年

七

月

乙

酉

（

十

三

日

）

条

で

藤

原

麻

呂

、

同

年

七

月

丁

酉

（

二

十

五

日

）

条

で

藤

原

武

智

麻

呂

、

同

年

八

月

丙

午

（

五

日

）

条

で

藤

原

宇

合

の

死

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。 
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4
9

 
寺

崎

保

広

『

長

屋

王

』
（

吉

川

弘

文

館

、

一

九

九

九

年

）
。 

5
0

 
奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

『

平

城

京

二

条

二

坊

・

三

条

二

坊

発

掘

調

査

報

告

書

』
（

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

、

一

九

九

五

年

）
。 

5
1

 

前

掲

註

４

９

寺

崎

論

文

。 

5
2

 

寺

崎

保

広

「
「

若

翁

」

木

簡

小

考

」
（
『

奈

良

古

代

史

論

集

』

第

二

集

、

真

陽

社

、

一

九

九

一

年

）
。 

5
3

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

5
4

 

前

掲

註

５

長

論

文

。 

5
5

 

前

掲

註

４

小

林

論

文

。 

5
6

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

十

二

年

八

月

癸

未

（

二

十

九

日

）

条

。 

5
7

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

十

二

年

十

一

月

戊

子

（

五

日

）

条

。 

5
8

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

5
9

 

『

群

書

解

題

』

神

祇

部

「

松

浦

廟

宮

先

祖

次

第

并

本

縁

起

」
（

西

田

長

男

著

、

続

群

書

類

従

完

成

会

、

一

九

六

二

年

）
。 

6
0

 

北

啓

太

「
『

松

浦

廟

宮

先

祖

次

第

并

本

縁

起

』

に

つ

い

て

」
（
『

史

料

・

史

跡

と

古

代

社

会

』

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

一

八

年

）
。 

6
1

 

前

掲

註

５

長

論

文

、

山

田

雄

司

「

怨

霊

か

ら

神

へ

」
（
『

怨

霊

・

怪

異

・

伊

勢

神

宮

』

思

文

閣

出

版

、

二

〇

一

四

年

、

初

出

は

二

〇

一

〇

年

）
。 
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6
2

 
前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

6
3

 
『

続

日

本

紀

』

天

平

宝

字

元

年

七

月

庚

戌

（

四

日

）

条

で

変

に

連

座

し

た

黄

文

王

ら

が

「

杖

下

に

死

」

し

た

。

ま

た

、

安

宿

王

ら

も

配

流

さ

れ

た

。

橘

奈

良

麻

呂

の

死

亡

記

事

は

残

っ

て

い

な

い

。 

6
4

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

6
5

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

宝

字

二

年

八

月

庚

子

朔

条

。 

6
6

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

宝

字

六

年

五

月

辛

丑

（

二

十

三

日

）

条

。 

6
7

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

宝

字

六

年

六

月

庚

戌

（

三

日

）

条

。 

6
8

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

宝

字

八

年

九

月

乙

巳

（

十

一

日

）

条

。 

6
9

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

宝

字

八

年

十

月

壬

申

（

九

日

）

条

。 

7
0

 

『

続

日

本

紀

』

天

平

神

護

元

年

十

月

庚

辰

（

二

十

二

日

）

条

。 

7
1

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

7
2

 

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

三

年

八

月

甲

寅

（

六

日

）

条

。 

7
3

 

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

九

年

正

月

戊

申

朔

条

、

同

年

三

月

庚

午

（

二

十

四

日

）

条

。 

7
4

 

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

三

年

三

月

癸

未

（

二

日

）

条

。 

7
5

 

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

三

年

五

月

丁

未

（

二

十

七

日

）

条

。 

7
6

 

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

四

年

十

月

辛

酉

（

十

九

日

）

条

。 

7
7

 

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

六

年

四

月

己

丑

（

二

十

七

日

）

条

。 

7
8

 

前

掲

註

６

１

山

田

論

文

。 

7
9

 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 
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8
0

 
前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

8
1

 
『

日

本

歴

史

地

名

体

系

第

三

十

巻 

奈

良

県

の

地

名

』
（

平

凡

社

、

一

九

八

一

年

）
。 

8
2

 

前

掲

註

３

５

大

津

論

文

。

霊

安

寺

は

早

良

親

王

の

た

め

の

も

の

と

し

て

論

じ

ら

れ

て

い

る

。 

8
3

 

『

日

本

後

紀

』

弘

仁

元

年

十

二

月

甲

申

（

十

八

日

）

条

。 

8
4

 

『

日

本

紀

略

』

弘

仁

十

年

七

月

癸

巳

（

十

七

日

）

条

。 

8
5

 

『

類

聚

国

史

』

巻

三

十

四

大

同

五

年

七

月

丙

辰

（

十

八

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）
。 

8
6

 

西

山

良

平

「
〈

神

〉
・

怨

霊

・

山

陵 

タ

タ

リ

の

全

体

史

あ

る

い

は

〈

御

霊

〉

信

仰

再

考

」
（
『

ア

マ

テ

ラ

ス

神

話

の

変

身

譜

』

叢

書

・

文

化

学

の

越

境

２

、

星

雲

社

、

一

九

九

六

年

）
。

西

山

氏

は

弘

仁

元

年

を

初

見

と

し

て

怨

霊

の

系

譜

が

な

い

場

合

も

含

み

山

陵

が

タ

タ

リ

を

起

こ

す

と

し

て

お

り

、

こ

れ

を

「

山

陵

の

タ

タ

リ

」

と

表

現

し

て

い

る

。

ま

た

西

山

氏

は

「

早

良

親

王

や

井

上

内

親

王

の

場

合

、

怨

霊

は

山

陵

に

転

化

す

る

か

ら

、

そ

れ

以

降

は

山

陵

の

タ

タ

リ

で

あ

る

」
「

怨

霊

の

山

陵

へ

の

転

化

が

先

行

す

る

」

と

も

述

べ

て

お

り

、

怨

霊

と

山

陵

の

タ

タ

リ

の

関

連

を

指

摘

し

て

い

る

。
「

山

陵

の

タ

タ

リ

」

に

怨

霊

が

影

響

し

た

こ

と

に

つ

い

て

は

西

山

氏

の

指

摘

通

り

だ

が

、

弘

仁

元

年

ま

で

他

の

「

山

陵

の

タ

タ

リ

」

は

見

ら

れ

な

い

。

本

稿

で

は

山

陵

と

称

さ

れ

た

後

も

、

弘

仁

年

間

以

前

は

「

山

陵

の

タ

タ

リ

」

で

は

な

く

「

怨

霊

」

と

し

て

対

応

さ

れ

た

と

捉

え

て

お

き

た

い

。 

8
7

 

『

続

日

本

紀

』

宝

亀

十

年

六

月

二

十

三

日

条

。 

8
8

 

『

類

聚

国

史

』

巻

七

十

九

延

暦

二

十

二

年

正

月

壬

戌

（

十

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）

他

戸

親

王

に

仕

え

て

い

た

故

槻

本

老

が

井

上

内

親

王

の

巫

蠱

に

際

し

て

天

皇

を

助

け

た

こ

と

を

賞

し

、

老

の

子

た

ち

に

位

階

と

姓

を

与

え

る

内

容

。 
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8
9

 
前

掲

註

４

小

林

論

文

。 

9
0

 
前

掲

註

１

２

西

本

論

文

。 

9
1

 

『

日

本

紀

略

』

大

同

二

年

十

月

癸

未

（

三

十

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）
。 

9
2

 

『

日

本

紀

略

』

大

同

二

年

十

一

月

乙

酉

（

二

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）
。 

9
3

 

『

日

本

紀

略

』

大

同

二

年

十

一

月

乙

未

（

十

二

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）
。 

9
4

 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

。

山

崎

雅

稔

「

貞

観

五

年

御

霊

会

の

政

治

史

的

意

義―

文

室

宮

田

麻

呂

の

慰

撫

を

中

心

に

ー

」
（
『

中

世

成

立

期

の

政

治

文

化

』

東

京

堂

出

版

、

一

九

九

九

年

）

な

ど

で

は

こ

の

史

料

に

つ

い

て

弘

仁

十

年

に

続

き

弘

仁

十

四

年

に

も

伊

予

親

王

と

藤

原

吉

子

の

位

号

が

復

さ

れ

た

こ

と

を

示

す

と

い

う

見

方

が

あ

る

。

し

か

し

復

位

号

が

複

数

回

行

わ

れ

る

と

は

考

え

に

く

い

た

め

、

こ

の

解

釈

は

用

い

な

い

。 

9
5

 

前

掲

註

３

９

大

江

論

文

。 

9
6

 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

。 

9
7

 

『

日

本

紀

略

』

延

暦

十

四

年

四

月

庚

子

（

十

六

日

）

条

（
『

日

本

後

紀

』

逸

文

）
。 

9
8

 

前

掲

註

３

９

大

江

論

文

。 

9
9

 

『

続

日

本

後

紀

』

承

和

六

年

八

月

庚

戌

朔

条

。 

1
0

0
 

前

掲

註

３

９

大

江

論

文

。 

1
0

1
 

井

上

満

郎

「

御

霊

信

仰

の

成

立

と

展

開―

平

安

京

都

市

神

へ

の

視

角―

」
（
『

御

霊

信

仰

』
、

雄

山

閣

、

一

九

八

四

年

、

初

出

は

一

九

七

六

年

）
。 

1
0

2
 

前

掲

注

２

宮

崎

論

文

。

観

察

使

を

橘

逸

勢

と

す

る

と

、

貞

観

五

年

御

霊

会

の

記

事

に

あ

る

「

霊

座

六
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前

」

と

い

う

表

現

と

一

致

し

な

い

こ

と

、
「

観

察

使

」

と

い

う

表

現

は

長

官

を

指

し

て

お

り

、

橘

逸

勢

が

観

察

使

の

次

官

以

下

で

あ

っ

た

可

能

性

が

あ

る

と

い

う

前

掲

１

０

１

井

上

論

文

の

指

摘

と

は

一

致

し

な

い

こ

と

を

理

由

に

「

観

察

使

」

は

藤

原

仲

成

で

あ

る

と

し

て

い

る

。 

1
0

3
 

『

日

本

後

紀

』

大

同

五

年

九

月

戊

申

（

十

一

日

）

条

。 

1
0

4
 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

。 

1
0

5
 

西

本

昌

弘

「

神

泉

苑

御

霊

会

と

聖

体

護

持

」
（
『

平

安

時

代

前

期

の

政

変

と

皇

位

継

承

』

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

二

二

年

、

初

出

二

〇

二

〇

年

）
。 

1
0

6
 

前

掲

註

９

４

山

崎

論

文

。 

1
0

7
 

『

続

日

本

後

紀

』

承

和

九

年

七

月

庚

申

（

二

十

八

日

）

条

で

伊

豆

国

へ

の

配

流

が

決

定

し

、
『

日

本

文

徳

天

皇

実

録

』

嘉

祥

三

年

五

月

壬

辰

（

十

五

日

）

条

で

配

流

途

中

に

死

亡

し

た

こ

と

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。 

1
0

8
 

前

掲

註

９

４

山

崎

論

文

。 

1
0

9
 

前

掲

註

９

４

山

崎

論

文

。 

1
1

0
 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

。 

1
1

1
 

『

続

日

本

後

紀

』

承

和

十

年

十

二

月

丙

子

（

二

十

二

日

）

条

。 

1
1

2
 

『

続

日

本

後

紀

』

承

和

十

年

十

二

月

癸

未

（

二

十

九

日

）

条

。 

1
1

3
 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

で

は

橘

逸

勢

を

承

和

の

変

の

失

脚

者

と

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

従

来

承

和

の

変

が

文

室

宮

田

麻

呂

の

背

景

と

し

て

考

え

ら

れ

て

き

た

が

、

前

掲

註

８

５

山

崎

論

文

で

は

新

羅

と

の

外

交

の

視

点

か

ら

、

貿

易

上

の

ト

ラ

ブ

ル

を

起

こ

し

て

い

た

文

室

宮

田

麻

呂

を

朝

廷

側

が

排

除

し

よ

う

と

し

た
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と

述

べ

る

。 

1
1

4
 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

。 

1
1

5
 

大

江

篤

「

律

令

国

家

と

「

祟

」
」

第

一

節

「
「

祟

」

と

神

祇

官

の

亀

卜

」
（
『

日

本

古

代

の

神

と

霊

』
、

臨

川

書

店

、

二

〇

〇

七

年

、

初

出

一

九

九

四

年

、

二

〇

〇

三

年

）
。 

1
1

6
 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

1
1

7
 

坂

上

康

俊

「

天

皇

は

い

か

に

あ

る

べ

き

か

」
（
『

律

令

国

家

の

転

換

と

「

日

本

」
』

講

談

社

、

二

〇

〇

一

）
。 

1
1

8
 

前

掲

註

１

１

５

大

江

論

文

。 

1
1

9
 

前

掲

註

１

１

７

坂

上

論

文

。 

1
2

0
 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

1
2

1
 

東

野

治

之

「

現

人

神

の

出

家

」
（
『

大

和

古

寺

の

研

究

』

塙

書

房

、

二

〇

一

一

年

、

初

出

は

一

九

九

七

年

）
。 

1
2

2
 

前

掲

註

１

２

１

東

野

論

文

。 

1
2

3
 

前

掲

註

８

８

参

照

。 

1
2

4
 

前

掲

註

３

柴

田

論

文

。 

1
2

5
 

前

掲

註

１

２

西

本

論

文

。 

1
2

6
 

前

掲

註

２

５

大

江

論

文

。 

1
2

7
 

前

掲

註

２

宮

崎

論

文

。 

1
2

8
 

前

掲

註

１

０

５

西

本

論

文

、

前

掲

註

９

５

山

崎

論

文

な

ど

。 
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1
2

9
 

吉

田

一

彦

「

多

度

神

宮

寺

と

神

仏

習

合―

中

国

の

神

仏

習

合

思

想

の

受

容

を

め

ぐ

っ

て

ー

」
（
『

伊

勢

湾

と

古

代

の

東

海 

古

代

王

権

と

交

流

４

』

名

著

出

版

、

一

九

九

六

年

）
。 

 

〈

引

用

史

料

目

録

〉 

『

続

日

本

紀

』
（

新

日

本

古

典

文

学

大

系

、

岩

波

書

店

） 

『

日

本

後

期

』
（

訳

註

日

本

史

料

、

集

英

社

） 

『

続

日

本

後

紀

』
（

新

訂

増

補

国

史

大

系

、

吉

川

弘

文

館

） 

『

日

本

文

徳

天

皇

実

録

』
（

新

訂

増

補

国

史

大

系

、

吉

川

弘

文

館

） 

『

日

本

三

代

実

録

』
（

新

訂

増

補

国

史

大

系

、

吉

川

弘

文

館

） 

『

群

書

類

従

』
（

塙

保

己

一

編

、

続

群

書

類

従

完

成

会

、

一

九

五

九

年

） 


